
10年後の未来に
　笑顔を届けます♪

この表紙は総合計画企画【笑顔の募集】に応募いただいた写真で作りました。

和のまち 太子
第6次太子町総合計画



第6次太子町総合計画

　昭和 26 年（1951 年）、斑鳩町、石海村、太田村が合併し「太子町」が発足し、昭和

30 年には龍田村も加わり現在の太子町が形作られました。

　以来、住宅都市としての基盤を固め、人口は順調に増加し続け、今では「子育て世代

が集うまち」として一定の評価を得ていることを先人に感謝するとともに、私たちは、この

まちを次の世代に引き継いでいく責任があると強く感じています。

　超高齢・人口減少社会の到来やいずれ訪れることが予測されている大規模災害に備える

ため、持続可能な住みよい『和のまち 太子』のためには、「住民主体のまちづくり」の実

現が必要不可欠と考えます。そこで、第 6 次太子町総合計画の策定におきましても、住民

アンケートや各世代を対象としたワークショップ、まちづくりの集いなど、多くの住民の皆

さんに参画いただき作り上げました。

　計画ができたここからがスタートであり、本計画を基として、これまで以上に住民の皆さ

んに参画いただきながら、まちづくりを進めたいと考えています。それは、便利なくらしと

引き換えに日本全体が失いつつある「つながり」を、もう一度つくり直す大切な時期であ

ると考えているからです。

　まちづくりの躍動は一朝一夕ではできません。住民、企業、

行政が、顔を突き合わせ、対話を重ね、ともに地域づくり、

まちづくりに尽力する。そうしたことを繰り返すことでつなが

りを生み、深め、そして、自分たちのまちを一緒につくるおも

しろさと誇らしさ、まちへの愛着を一人でも多くの方に感じて

いただきたいと考えています。

　子どもたちも、そうした大人たちを見て育つことで、進学や

就職で一度太子町を離れても、この町を「ふるさと」と感じ、

このまちに帰ってこようと思うのではないでしょうか。

　今後ともまちづくりへの参画をお願いいたしますとともに、

本計画策定に参画いただいたすべての方に感謝申し上げます。

　　

        令和 2 年 3 月

　　　　　  太子町長 

『和のまち 太子』の実現に向けて
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　２．計画の構成と期間

　基本構想および基本計画、実施計画の 3 本柱で構成し、期間は令和 11(2029) 年度を目標年次

とする10 か年計画とします。

【基本構想】

めざすべきまちの将来像を明らかにするとともに、その実現のためのまちづくりの基本目標と基本政

策を定めるものです。令和 2(2020) 年度を初年度とし、令和 11(2029) 年度を目標年次とします。

【基本計画】

基本構想に基づき、中長期的な施策の展開方法を体系的に示すものとし、社会経済情勢の変化に

対応するため、前期 5 か年、後期 5 か年の計画とします。

前期基本計画は、令和 2(2020) 年度を初年度とし、令和 6(2024) 年度を目標年次とします。

【実施計画】

基本計画に基づき、毎年度、次の 3 か年度分の施策についての具体的な事業計画を定めるもので、

社会経済情勢の変化を見極めながら毎年度見直しを実施し、町の予算編成の指針とします。

　

基本構想
●実現したい将来像
●まちづくりの基本的な考え方
●まちづくりの基本目標
●まちづくりの進め方

基本計画
●まちづくりの目標ごとの柱となる
基本施策

●基本施策の進め方・展開方法
●町民参加・行財政運営などに関
する基本認識とその進め方

実施計画
●具体的な事業計画
●毎年度見直し
　（予算編成の指針）

第１章 総合計画の位置付け

基本構想

　１．策定の趣旨
　

　太子町では、平成22(2010)年度からの10年間を計画期間とする｢第5次太子町総合計画(以下「第5

次総合計画」という。)」に基づき、まちづくりを進めてきました。

　一方、国において、平成 23(2011) 年に地方自治法が改正され、市町村の基本構想 ( 総合計画 )

の策定義務がなくなりました。しかしながら、人口減少や少子高齢化の急速な進行、地方分権の進展、

長引く経済の低迷など、自治体を取り巻く社会経済情勢はめまぐるしく変化しています。町において

は、複雑化、多様化する行政課題に対応していくため、今後も長期的な視点でまちづくりを総合的、

計画的に進めていくことが必要であると判断し、「第 6 次太子町総合計画 ( 以下「第 6 次総合計画」

という。)」を策定することとしました。

　また、人口減少や少子高齢化のさらなる進行に伴う新たな行政課題への対応も含め、長期的で戦

略的な視点で町政の運営を行うため、「第 6 次総合計画」については、「第 5 次総合計画」に基づ

く政策、取組を継承、発展させるとともに、平成 26(2014) 年度に策定した「太子町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」の方針などを包含させた町の最上位かつ戦略的な視点を持った計画として策定

することとします。

　本計画をよりどころに、住民と企業、町が互いに協力し、創意工夫してまちづくりに取り組んでい

きます。
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　なお、本計画を基本とし、｢和 ( わ )｣ を、｢話｣ や ｢環｣、｢輪｣、｢我｣ と置き換え、各施策、事

業において、｢わ｣ をキーワードとしたまちづくりを進めていきます。

【和のまち】　互いを大切にし、協力し合うまち

【話のまち】　会話、対話のあふれるまち

     　　　　 (17 条憲法 第 17 条 )   事は独り断ずべからず 必ず衆とともによろしく論うべし

【環のまち】　人が集い、巡るまち

【輪のまち】　地域全体の心がつながるまち

【我のまち】    みんなが自分のまちとして愛着を持つまち

　《基本目標の推移》

( 第 1 次 ) 昭和 47 年度～昭和 54 年度

　｢播磨のベッドタウン｣

( 第２次 ) 昭和 55 年度～昭和 64 年度

　｢史と和のある町 太子町｣

( 第 3 次 ) 平成 2 年度～平成 11 年度

　｢豊かな歴史と美しい自然の中で生活文化を創造するまち、太子｣

( 第 4 次 ) 平成 12 年度～平成 21 年度

　｢和のまち 太子｣

( 第 5 次 ) 平成 22 年度～平成 31 年度

　｢和のまち 太子｣

第２章 まちづくりの基本目標

　太子町は、昭和 26(1951) 年の誕生以来、住みよいまちとして発展を続け、全国的に少子高齢化

が急激に進行する中にあって、人口の減少がほとんどないまちです。

　このようなまちの特長を守り、聖徳太子ゆかりのまちに住む歴史の息吹と愛着を感じながら、手

を取り合って、魅力的なまちづくりを進めていくことをめざして、｢第 5 次総合計画｣ と同様、｢第 6

次総合計画｣ においても聖徳太子の遺された十七条憲法の第一条「和をもって貴しとなす」を礎とし、

まちづくりの基本目標を『和のまち 太子』として掲げます。

　これは、個 ( 一人ひとりに限らず、一つひとつのものも含む ) を大切にしながら全体と調和がとれ

ていること、飛鳥時代からの歴史と伝統を大切にしつつ、一方では新しい時代の潮流に応じた改革

を進めていくこと、さらに、住民参加による主体的なまちづくりを推進することを基本に、住民と行

政の連携により地域課題を地域自らが解決できる体制を築くことにより、誰もが安心して暮らすこと

ができるまちづくりをめざすものです。

　

　

話  のまち  

環  のまち  我  のまち  

輪  のまち  

和 のまち
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や保育の量的拡大、質の向上、地域の子ども・子育て支援の充実など、量と質の両面から子育てを

社会全体で支える仕組みとして、平成 27(2015) 年４月に「子ども・子育て支援制度」が施行され、

令和元 (2019)10 月より幼児教育・保育の無償化が始まりました。

　学校教育では、国において、社会で自立して生きるために必要な「生きる力」を育むという理念の

さらなる具体化を図るため、「主体的・対話的で深い学び」の視点から、学習過程を質的に改善す

ることをめざした検討が行われています。

　４．安全・安心なまちづくりへのニーズの高まり 　

　近年、台風や局地的な集中豪雨、大規模な地震などによる災害が全国各地で発生し、平成

23(2011) 年に発生した東日本大震災や平成 28(2016) 年の熊本地震では、役場・役所自体が被災

したことにより、行政機能が維持できず、地域コミュニティによる助け合いや正確な情報周知の重

要性が再認識されました。近い将来に南海トラフ巨大地震や山崎断層帯地震の発生が予測される中、

災害対策への関心が高まっています。

　医療費など社会保障関係費の増加を抑えるため、国においては健康寿命の延伸や生活習慣病の

発症予防などに向けた取組を推進しており、住民の主体的な健康づくりに対する意識が高まってい

ます。また、高齢化の進行などに対応するための地域包括ケアシステム [ ★ ] の構築・強化が求めら

れており、元気な高齢者をはじめ、誰もが地域で活躍できる仕組みの構築に向けて、一人ひとりの

可能性や能力を引き出し、積極的な活動につなげる「増進型」の福祉を推進していくことが必要となっ

ています。

　５．高度情報化社会の進展 　

　日本の経済動向は、景気回復の兆しが見えるものの、将来的な動向は依然として不透明であり、

ICT[ ★ ] の飛躍的な発達と情報通信機器の普及・多様化が進む中、インターネットやスマートフォン

の普及などにより、SNS[ ★ ] の利用者が増加するなど、日常生活や企業活動、行政サービス、社

会経済システムなどが大きく変化しています。また、医療や介護の分野における ICT の活用のほか、

IoT[ ★ ] の進展により自動車や家電などあらゆるものがインターネットにつながり情報のやりとりが

行われるなど、各分野において新たな技術が創出・導入され、社会や生活に変化がもたらされてい

ます。

　こうした高度情報化社会の進展の中、国は「未来投資戦略 2018」を閣議決定し、中小企業者な

どの生産性革命の更なる強化などに加え、AI[ ★ ]、RPA[ ★ ]( ロボット・プロセス・オートメーション )、

IoT などを活用した第 4 次産業革命 [ ★ ] により、現場のデジタル化と生産性向上を徹底的に進め、

日本ならではの持続可能な経済社会システムである「Society5.0[ ★ ]」を実現することを掲げています。

第３章 策定の背景と社会潮流

　１．人口減少と少子高齢化の進行

　日本の総人口は、平成 20(2008) 年をピークに減少局面に入っており、内閣府公表の「まち・ひと・

しごと創生長期ビジョン」( 平成 26(2014) 年 12 月策定 ) では、令和 30(2048) 年には 1 億人を下

回ると推計されています。また、平成 27(2015) 年には国民の 4 人に 1 人以上が高齢者となり、令

和 7(2025) 年には団塊の世代 [ ★ ] が後期高齢者 (75 歳以上 ) に達する見込みとなるなど、さらな

る高齢化の進行が予測されています。少子高齢化のさらなる進行による人口構造の変化により、社

会保障関係費などの現役世代の負担増加や経済規模の縮小などをもたらし、社会経済に大きな影

響を及ぼすことが懸念されています。

　こうした傾向は地方において深刻となっており、人口減少に歯止めをかけ、将来にわたり活力ある

地域社会を維持するため、「しごと ( 雇用 )」の量と質の確保によって「ひと ( 人口 )」を地域に呼び込み、

さらに「しごと」が充実していく、「しごと」と「ひと」の好循環をつくりだすとともに、地域課題の解決、

少子化の進行抑止、「まち」の活性化を基本とした、まち・ひと・しごとの創生が求められています。

　２．多様な連携と協働によるまちづくりの推進

　人口減少社会において、地域が自律的・持続的に発展していくため、住民と企業、行政が協働し、

「自助」「共助」「公助」による役割分担のもとで、地域課題の解決に向けた取組を進めていくことが

重要となっています。

　一方、地域コミュニティにおいては、高齢化などに伴う担い手の減少や人間関係の希薄化の進行

などにより、自治会加入率が低下するなど、その機能低下が指摘されています。

　こうした状況の中で、新たな人材が地域の担い手となることが期待されているほか、女性が仕事

やまちづくりにおいて活躍できる環境づくりが重要となっています。また、平成 23(2011) 年に発生し

た東日本大震災を契機として、地域のつながりの大切さが再認識され、身近な連携や協働の基本

である地域コミュニティについて、それぞれのまちづくりの主体が地域の中で果たすべき役割を認識

したうえで目標を共有し、協働の視点に立ったまちづくりを進めることが求められています。

　３. 子どもの健全育成の推進 　

　子どもの貧困が社会問題となっている中で、すべての子どもたちが夢と希望を持って成長できる社

会の実現をめざし、就学支援や生活支援の充実、保護者に対する就労の支援など、子どもの貧困

対策の総合的な推進に向けて、平成 26(2014) 年８月に「子供の貧困対策に関する大綱」が策定さ

れました。また、共働き世帯の増加や核家族化が進む中で、幼児期の教育・保育の総合的な提供

[ ★ ] 用語集参照
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Plan4　元気で笑顔のまち ( 健康・福祉 )
乳幼児から高齢者まで、生涯を通して健やかに生きがいを持って暮らせるよう、住民一人ひと

りの暮らしに応じたきめ細かな保健・医療・福祉サービスを提供するとともに、住民や地域、

企業の自主的な健康づくりや福祉活動、スポーツ活動などを支援します。また、住民一人ひと

りの支え合い意識や人権意識を高め、地域の課題を身近な人や地域の支え合う力で解決でき

るまちづくりを進めていきます。

Plan5　快適で持続するまち ( 都市機能・行政基盤 )
暮らしやすく秩序ある市街地を形成するとともに、道路や公園、上下水道など、都市機能の

整備・更新を進めていきます。また、歩行者や自転車利用者などに優しい生活道路の整備な

ど、住民生活の利便性の向上を図ります。さらに、歳出抑制と歳入確保に努めるとともに、

SDGs[ ★ ] の理念にもある持続可能で効果的、健全な行財政運営に向けて、新しい時代の

ICT[ ★ ] の導入や、民間サービス・民間技術の活用、公共施設の長寿命化や既存建築物を有

効活用する取組 ( ストックマネジメント) を進めていきます。

第 4 章 まちづくりの 5 つの Plan( 基本政策 )

　第 3 章の社会潮流を踏まえ、まちづくりの基本目標『和のまち太子』を実現するためには、社会

情勢の変化や多様化する住民ニーズに対し、選択、集中して地域資源を投入し、的確に対応してい

く必要があります。

　『和のまち太子』の実現と住民満足度の向上のために、各施策を体系的かつ効果的に展開してい

くため、次の 5 つの Plan をまちづくりの基本政策として掲げます。

Plan1　いきいきと輝くまち ( 活力・魅力 )
人口減少や高齢化が進行する中、まちが魅力にあふれ、にぎわうためには、地域経済の活性化

や観光・産業の振興による交流人口[★]の増加など、人が集い、笑顔があふれる仕組みづくり

を住民と企業、行政が協働してまちづくりを進めていくことが必要です。創業支援や農業・商工

業の活性化など、自然や歴史を生かした地域振興に向け、多面的な取組を積極的に進めていき

ます。

Plan2　学び成長するまち ( 子育て・教育 )
少子化の時代に、まちの活力を持続、活性化していくため、未来を担う子どもたちを安心して

生み育てることができる環境や子どもたちが社会を生き抜く力の養成、教育環境の整備を進

めます。子育て家庭に対する支援や地域の実情に応じた保育サービスの充実、仕事と子育て

の両立、さらには、小中学校などにおける教育環境や教育の質の向上など、社会全体で子ど

もたちの健やかな成長を支援します。

Plan3　未来を守るまち ( 安全・安心 )　
全国的に地震や台風、大雨災害が多発し、また、南海トラフ巨大地震や山崎断層帯地震の発

生が予測されています。大規模災害発生時に被害を軽減できるよう、町の防災体制を充実さ

せるとともに、地域住民が災害発生時に協力して被害を軽減できるよう、地域防災力を高めま

す。また、実践的な防災訓練を通して、「自助」「共助」「公助」それぞれの質を高めるとともに、

連携体制を構築します。

[ ★ ] 用語集参照
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第 5 章 まちづくりの体系図

基本政策

Plan1　活力・魅力

いきいきと輝くまち

１ 計画的な土地利用の推進
２ 交通ネットワークの整備
３ 上下水道の整備・維持管理

１

１ 防災体制の強化
２ 地域防災力の向上
３ 消防・救急体制の充実

１ 子育て世代への支援
２ 子育て環境の整備

１ 学校教育の充実
２ 学校・家庭・地域の連携

中 施 策大 施 策

地域活動の推進1

地域産業の活性化2

地域資源の活用3

１ 協働のまちづくりの推進

１ 魅力ある農林業の推進
２ 産業の活性化

１ まちの魅力の創出・向上
２ にぎわいと活力の創出・維持

Plan2　子育て・教育

学び成長するまち

子育て支援の充実1
学校教育の充実2
社会教育の充実3 １ 生涯学習の充実

２ 文化芸術活動の充実

防災力の強化1

防犯・交通安全対策の充実2
環境保全活動の推進3

１ 防犯対策の充実
２ 交通安全対策の充実
３ 消費者支援の充実

循環型社会の推進

Plan3　安全・安心

未来を守るまち

Plan4　健康・福祉

元気で笑顔のまち

１ こころと体の健康づくりの推進
２ 保健・医療サービスの充実
３ 保険制度の運営

健康づくり・医療の充実1

１ 地域包括ケアの充実
２ 高齢者の社会参加の促進
３ 障害者の自立支援の促進

高齢者・障害者福祉の充実2

地域福祉の充実3 １ 住民意識の醸成
２ 支え合い体制の確立

Plan5　都市機能・行政基盤

快適で持続するまち

都市機能の整備促進1

行政基盤の確立2 １ 行政機能の強化
２ 財政運営の健全化

集約と連携による立地の適正化，良好な都市景観の形成，公園の整備・管理
道路環境の整備，公共交通網の整備
施設や管路等の整備・管理，事業運営の安定化

 情報伝達体制の強化，防災体制の強化
防災意識の醸成，防災訓練の充実，自主防災組織への支援
消防団の充実，消防・救急体制の充実

子育て世代の相談体制の充実，子育て世代の交流促進，子育て費用の負担軽減，地域ぐるみの子育て支援の充実
保育サービスの充実，子育て環境の整備

教育内容の充実，教育環境の整備，学校教育指導体制の強化
学校・家庭・地域の連携，放課後等支援活動

住民参画の推進，住民団体等との協働，企業との協働

経営基盤の安定化と事業承継・支援，創業者の育成・支援，魅力ある店舗等の誘致・集約

観光資源の活用と創出，特産品のブランド力向上，移住定住の促進・支援
中心市街地の活性化，町外縁部の活性化

生涯学習環境の充実，スポーツ活動の推進，社会教育指導体制の強化
文化芸術活動の推進，歴史文化の継承・活用

防犯活動の推進，防犯環境の充実
交通安全活動の推進，交通環境の整備
消費者意識の醸成，相談体制の充実

ごみの減量化・資源化，環境意識の啓発　

健康づくりへの支援，健康づくり事業の推進
母子保健対策の充実，疾病予防対策の推進，地域医療・救急医療体制の充実
国民健康保険制度の適切な運営，後期高齢者医療制度の適切な運営

介護予防・介護保険サービスの充実，認知症高齢者等の支援体制の充実,高齢者を支える人材の育成
地域づくりへの参画，高齢者の社会参加・就労支援の促進
障害者の生活支援の充実，障害者の社会参加・就労支援の促進

支え合い意識の醸成，人権意識の向上，男女共同参画意識の醸成，多文化共生の推進
地域福祉活動の推進，児童虐待予防・高齢者虐待予防の推進

行政組織の強化，広報広聴の充実，広域行政の推進
財政運営の健全化，公共施設等の管理・活用

担い手の育成・確保，集落営農や認定農業者の育成・支援，有害鳥獣対策の推進，ほ場整備の推進

小 施 策（基本事務）

・まちの魅力発信強化
  （若者の発信力を活用）

・まち歩きを楽しめるまちに
・電車のまちとしての魅力 UP
・太子高校生のまちづくりへの参画促進
・登下校の見守りなど地域の温かさを守る
・地域グルメや特産品の活用、食べられるお店の増加

中学生
ワークショップ

高校生
ワークショップ

子育て世代
ワークショップ まちづくりの集い

・空き家ゼロのまちに
・街中のトイレを増やす
・観光客を受け入れできる店
・歩行者や自転車のために歩道を広く
・子どもの楽しめる大きなイベントの実施
・遊べる場所を作る（プール、バスケットゴール）
・住める場所の増加（田畑に家が建てられるように）

・子ども用の室内広場
・ボール遊びや外遊びの場所
・安全に通園通学できる環境
・子ども対象の体験や教室
・安心して走れる自転車ゾーン
　（東中の自転車通学エリアの拡大）

・斑鳩寺、聖徳太子を生かしたまちづくり

・空き家の有効活用（カフェ
   や宿泊施設、学童保育等）

・もっと町の取組をＰＲ
・移住定住の促進
・今住んでいる人の満足度ＵＰ
・働く場所を増やす（企業誘致・創業支援）
・JR 網干駅を生かす（通勤通学の便利さをＰＲ）
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　３．都市づくりの 5 つの目標

　これまで太子町では、経済成長や人口増加など都市の発展に対応する都市づくりを進めてきまし

が、全国的な傾向と同様、今後は人口減少や少子高齢化が進み、町の財政状況が今まで以上に厳

しくなることが予測されています。また、住民の価値観やライフスタイルの多様化が進み、モノの

豊かさから心の豊かさが求められる時代へと変わりつつあります。

　持続可能で魅力的な住み続けたい都市づくりを推進するため、次の５つの目標を掲げます。

① 人々が元気で地域の活力があふれるまちづくり

② 歴史文化資源や自然環境と調和した質の高いまちづくり

③ 利便性の高い交通網を構築するまちづくり

④ 安心した暮らしが続くまちづくり

⑤ 協働によるあたたかい地域社会を育むまちづくり

　４．都市づくりの７つの方針

　都市づくりの分野ごとに基本的な方針を定めます。

① 土地利用の方針

市街地と農村集落、適切な自然環境の維持や保全、活用を図ることを基本として、都市と豊かな緑

や歴史文化資源が調和した秩序ある土地利用を推進します。

② 都市交通に関する方針

住民の移動と交流の利便性を高めるため、土地利用との整合、自然環境との調和、産業振興など

を踏まえ、持続可能な交通体系の構築を推進します。

③ 公園・緑地に関する方針

公園 ･ 緑地は、住民のスポーツやコミュニケーションの場、子どもの遊び場、災害時の一時避難所

など、様々な役割を持ちます。ニーズに対応した施設整備による機能充実と利用の促進をめざします。

④ その他都市施設に関する方針

毎日の生活、そして多様な地域活動を支える施設として、今後の人口動向や住民ニーズを踏まえた

計画的な整備を進めるとともに、ストック活用なども含めた適切な維持管理を図ります。

⑤ 市街地・集落および景観形成の方針

持続可能な市街地および集落を形成するとともに、地域の特性に合わせた景観形成を推進します。

⑥ 自然環境および歴史文化資源に関する方針

自然環境や歴史文化資源は、都市環境形成や観光振興、防災などの面で大きな役割を担っています。

まちの魅力、まちの重要な財産として、その保全と有効活用を図ります。

⑦ 安全・安心のまちづくりに関する方針

地震や水害、土砂災害、火災、事故、犯罪などに対して安全・安心な暮らしが営めるよう、ライフライン、

道路、公園、河川などの防災・防犯機能の強化を図ります。

第６章 都市づくりの構想

　１．都市の将来像 　

　活力・魅力がつながるまち 太子町
　聖徳太子ゆかりの地としての歴史を持つ太子町は、往古から宿場町や交通の要所として栄え、社

寺や古墳など豊富な歴史文化資源を有するとともに自然環境にも恵まれたまちであり、近年は産業

都市、住宅都市として発展してきました。

 　町の都市の未来像においては、先人が築き守り育ててきたまちの歴史や自然に磨きをかけるとと

もに、まちが抱える、あるいは将来抱えると見込まれる課題の解決を図り、活力あふれ、魅力的で

住みたい・住み続けたいまちをめざすこととします。

　まちづくりの基本目標である「和のまち 太子」に基づき、多様化するライフスタイルや住民ニー

ズに適切に対応するとともに、恵まれた自然環境や歴史文化資源、これまでに整備してきた施設な

ど、まちの魅力を最大限に活用しながら発展させ、住民がいきいきと活躍しまちの活力があふれる「活

力・魅力がつながるまち 太子町」を実現します。

　２．めざすべき都市構造

将来のめざすべき都市構造を、「拠点」と「軸」で構築します。

「拠点」は、人やものが集まる場所や太子町を特徴づける場所です。

「軸」は、都市活動や連携を支える広域的な道路や河川です。
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第 8 章 計画の効果検証

　第 6 次総合計画および第 2 次総合戦略の推進にあたっては、住民と企業、町が基本構想に掲げ

た「まちづくりの基本目標や理念」や基本計画での「中長期的な施策」について共通のビジョンを持ち、

それぞれの役割を果たしながら協働して取り組んでいく必要があります。

　計画の進捗管理は、基本計画および実施計画、第 2 次総合戦略における「重要業績評価指標 (KPI)

[ ★ ]」の進捗などを評価することにより実施します。

　評価や点検にあたっては、PDCA サイクル [ ★ ]( 計画、実行、評価、改善 ) の視点で、毎年度、

事業等の実施状況や効果検証を定量的に評価し、必要に応じた事業・取組の改善を行います。

改善
Action

計画
Plan

評価
Check

実行
Do

→
→→

→

A P

C D

基本構想、基本計画、
実施計画の策定

計画に基づき、
各分野における

まちづ くりを実施

分析・評価の結果
を踏まえ、
計画の見直しを実施

毎年度、
指標の進捗状況を
取りまとめ、
分析・ 評価を実施

第７章 分野別計画との関連

　分野別計画とは、特定分野におけるめざすべき方向性や施策を明らかにする計画であり、第 4

章で掲げる 5 つの Plan( 基本政策 ) の理念に沿って策定するものです。

　これらの計画は、総合計画を補完し、具体的に推進する役割を担うとともに、策定にあたっては

総合計画と整合を図るものとします。

基本政策 ( 分野別施策 ) 関連する分野別計画

 Plan1  いきいきと輝くまち

( 活力・魅力 )

　創業支援事業等計画
　空家等対策計画
　農業振興地域整備計画　

Plan2  学び成長するまち

( 子育て・教育 )

　教育振興基本計画  
　子ども・子育て支援事業計画
　子ども読書活動推進計画
　特定事業主行動計画 

Plan3  未来を守るまち

 ( 安全・安心 )

　地域防災計画
　国民保護計画
　新型インフルエンザ等対策行動計画 
　一般廃棄物処理基本計画
　公共施設地球温暖化防止実行計画
　強靭化地域計画

Plan4  元気で笑顔のまち

( 健康・福祉 )

　ひまわりプラン ( 老人福祉計画及び介護保険事業計画 )  
　地域保健推進計画
　食育推進計画   
　障害福祉計画 ・障害者計画・障害児福祉計画
　国民健康保険特定健康診査等実施計画
　国民健康保険データヘルス計画 
　自殺対策計画
　男女共同参画プラン

Plan5  快適で持続するまち

( 都市機能・行政基盤 )

　新行政改革大綱及び同実施計画
　公共施設等総合管理計画・個別施設計画
　都市計画マスタープラン 
　立地適正化計画
　水道ビジョン・水道事業経営戦略
　下水道事業経営戦略
　下水道事業ストックマネジメント計画
　総合公園基本計画  　
　高度情報化計画  
　道路橋梁長寿命化修繕計画
　社会資本総合整備計画 
　都市再生整備計画
　自転車ネットワーク計画 

総合計画
まちづくり全般の方向性

分野別計画
総合計画を補完・具体化

※各計画書等は町ホームページに掲載しています（http://www.town.hyogo-taishi.lg.jp） [ ★ ] 用語集参照
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SDGs　17 の目標 対応する主な町の取組 ( 中施策）

目標 7
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可

能な近代的エネルギーへのアクセスを確保す

る

Plan3
Plan5

　3-(1) 循環型社会の推進
　2-(2) 財政運営の健全化

目標 8

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての

人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある

人間らしい雇用 ( ディーセント・ワーク ) を促

進する

Plan1
　2-(2) 産業の活性化
　3-(1) まちの魅力の創出・向上

目標 9
強靱 ( レジリエント ) なインフラ構築、包摂

的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベー

ションの推進を図る

Plan1
Plan5

　2-(2) 産業の活性化
　2-(2) 交通ネットワークの整備

目標 10 各国内及び各国間の不平等を是正する Plan4 　3-(1) 住民意識の醸成

目標 11
包摂的で安全かつ強靱 ( レジリエント ) で持

続可能な都市及び人間居住を実現する

Plan3

Plan5

　1-(1) 防災体制の強化
　1-(2) 地域防災力の向上
　1-(1) 計画的な土地利用の推進
　1-(2) 交通ネットワークの整備

目標 12 持続可能な生産消費形態を確保する Plan3 　3-(1) 循環型社会の推進

目標 13
気候変動及びその影響を軽減するための緊急

対策を講じる
Plan3

　1-(1) 防災体制の強化
　1-(2) 地域防災力の向上
　3-(1) 循環型社会の推進

目標 14
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保

全し、持続可能な形で利用する
Plan3 　3-(1) 循環型社会の推進

目標 15

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の

推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、

ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多

様性の損失を阻止する

Plan1
Plan3
Plan5

　2-(1) 魅力ある農林業の推進
　3-(1) 循環型社会の推進
　1-(1) 計画的な土地利用の推進

目標 16

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会

を促進し、すべての人々に司法へのアクセス

を提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で

説明責任のある包摂的な制度を構築する

Plan1
Plan3
Plan4

　1-(1) 協働のまちづくりの推進
　2-(1) 防犯対策の充実
　2-(1) 地域包括ケアの充実
　3-(1) 住民意識の醸成
　3-(2) 支え合い体制の確立

目標 17
持続可能な開発のための実施手段を強化し、

グローバル・パートナーシップを活性化する

Plan1
Plan5

　1-(1) 協働のまちづくりの推進
　2-(1) 行政機能の強化
　2-(2) 財政運営の健全化

　平成 27(2015) 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」

において、国際社会全体の開発目標として、2030 年を期限とする「持続可能な開発目標 ( 以下「SDGs」

という。)」が掲げられ、あらゆる場所の貧困をなくすことや、全ての人々への包括的かつ公平な質

の高い教育の提供のほか、持続可能な生産消費形態の確保など17 の目標と、具体的に達成すべき

169 のターゲットを設定し、地球上の誰一人として取り残さないことが誓われています。

　日本においても、平成 28(2016) 年 5月に持続可能な開発目標 (SDGs) 推進本部が設置されており、

「まち・ひと・しごと創生基本方針 2019」においても、新たな視点として「新しい流れを形にするた

めの SDGs を原動力とした地方創生」が掲げられています。また、自治体においては、地域におけ

る自律的好循環、持続可能なまちづくりをめざした取組を推進し、地方創生の更なる進展につなげ

ていくことが求められています。

　本町においても、SDGs の理念および 17 の目標に共感し、子どもたちや若者が未来に希望を持

ち続けることができる持続可能なまちづくりを実現していけるよう、総合計画に基づき、施策を統合

的に推進していくことで、SDGs の達成に向け寄与していきます。

SDGs　17 の目標 対応する主な町の取組 ( 中施策）

目標１
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困

を終わらせる
Plan4 　3-(2)　支え合い体制の確立

目標２
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び

栄養改善を実現し、持続可能な農業

を促進する

Plan1
Plan4
Plan5

　2-(1) 魅力ある農林業の推進
　1-(2) 保健・医療サービスの充実
　1-(1) 計画的な土地利用の推進

目標 3
あらゆる年齢のすべての人々の健康

的な生活を確保し、福祉を促進する
Plan4

　1-(1) こころと体の健康づくりの推進
　1-(2) 保健・医療サービスの充実
　1-(3) 保険制度の運営

目標 4
すべての人に包摂的かつ公正な質の

高い教育を確保し、生涯学習の機会

を促進する

Plan1
Plan2

　2-(2) 産業の活性化
　2-(1) 学校教育の充実
　3-(1) 生涯学習の充実

目標 5
ジェンダー平等を達成し、すべての

女性及び女児の能力強化を行う
Plan4 　3-(1) 住民意識の醸成

目標 6
すべての人々の水と衛生の利用可能

性と持続可能な管理を確保する
Plan3
Plan5

　3-(1) 循環型社会の推進
　1-(3) 上下水道の整備・維持管理

第９章 持続可能な開発目標 (SDGs) の推進
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　１．まちづくりを見つめる「4 つの視点」と数値目標 　

　第 2 次総合戦略の策定にあたっては、第 6 次総合計画の基本政策である「5 つの Plan」に加えて、

横断的に施策・事業を見つめる、人づくり・魅力づくり・安心づくり・しごとづくりという「4 つの視点」

を取り入れ、第 1 次総合戦略の方針や事業を継承・発展させながら、人口減少や少子化対策に特

に効果的と考えられる施策・事業を推進し、将来にわたって活力ある地域を維持していきます。

　「4 つの視点」の関係は並列のものではなく、それぞれが影響し合う関係にあり、取り巻く環境と

して、他の自治体や兵庫県、国、世界があります。また、まちづくりの担い手も住民をはじめ、地域

団体や企業、高等学校、大学や行政などさまざまな主体が協働・連携し、それぞれの役割を担い

ながら、「和のまち　太子」の実現に向け取り組みます。

　数値目標の設定・確認においては、太子町の強みを伸ばすという考え方を基本として、また、国

のまち・ひと・しごと創生総合戦略における 5 原則 ( ①自立性、②将来性、③地域性、④直接性、

⑤結果重視 ) の趣旨を踏まえ、基本構想においては各視点の数値目標を、基本計画においては総

合戦略事業の重要業績評価指標 (KPI)[ ★ ] をそれぞれ確認しながら、戦略的、総合的にまちづくり

への取組を進めていきます。

※基本計画の中施策ごとに適合する４つの視点を記載しています。

① 人づくりの視点

活力あるまち、持続していくまちをつくるため、まちに人が集い、まちづくりに参加する人を増やす

取組を進めていきます。また、町の未来を担う子どもたちを町全体で育むとともに、人と人との絆を

深め、生み育てたいまちづくり、住みたいまちづくりを進めていきます。

都市機能と住民生活の利便性が高い町の特長を維持・発展・PR を進めることにより、人が集い、

住み続けるまちとして成長していきます。また、歴史や文化などの魅力を発掘し、磨き続けていきます。

数値目標 現状 5 年後の姿

　年間出生数 241 人
( 平成 30 年度 )

260 人
( 令和 5 年度 )

　満足度：住民参画のまちづくりへの取組 ※ 83.7 ％
( 平成 30 年度 )

85.7 ％
( 令和 5 年度 )

数値目標 現状 5 年後の姿

　観光入込客数 158,964 人
( 平成 30 年度 )

200,000 人
( 令和 5 年度 )

　太子町に住み続けたいと思う人の割合 ※ 82.1 ％
( 平成 30 年度 )

84.1 ％
( 令和 5 年度 )

② 魅力づくりの視点

※ 住民アンケート [ ★ ] において普通以上を選択した人

太子町まち・ひと・しごと・創生総合戦略

　平成 26(2014) 年に「まち・ひと・しごと創生法」が制定され、全国の自治体に対して、人口減少

に歯止めをかけ、将来にわたり活力ある地域社会を維持するため、「しごと ( 雇用 )」の量と質の確

保によって「ひと ( 人口 )」を地域に呼び込み、「しごと」と「ひと」の好循環をつくりだすとともに、

地域課題を解決し、「まち」を活性化していくことを基本とした、まち・ひと・しごとの創生を推進す

ることが求められました。

　太子町においては、平成 27(2015) 年、「太子町まち・ひと・しごと創生総合戦略 ( 以下「総合戦略」

という。)」を策定し、まちの特色や地域資源を生かし、人口減少対策に特化した施策や事業に取

り組んできました。

　町の人口は、昭和 26(1951) 年の誕生以来増加し続けていましたが、平成 25(2013) 年 2 月の

34,720 人 ( 住民基本台帳 ) をピークとして、人口が減少傾向となり、少子高齢化も進行していること

から、社会保障費の増大や生産年齢人口の減少、個人消費の低迷などによる経済の停滞など、ま

ちづくりへの大きな影響が危惧されています。

　町において、活力ある社会を維持していくための効果的な少子化対策と、雇用創出による人口流

出の抑制に今まで以上に取り組むため、「第 6 次総合計画」に内包、統一した計画として「第 2 次

総合戦略」を策定することとし、積極的に効果的な施策・事業に取り組み、総合戦略事業として位

置付けるとともに、第 2 次太子町人口ビジョンおよび国、兵庫県の総合戦略と整合性を持ってまち

づくりを進めていきます。

＜まち・ひと・しごと創生法 ( 平成 26 年法律第 136 号 ) 第 10 条 抜粋＞

　第 2 次
～ 4 つのまちづくりの視点で町を活性化 ～

第 10 条 市町村は、まち・ひと・しごと創生総合戦略 ( 都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略が

定められているときは、まち・ひと・しごと創生総合戦略及び都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦

略 ) を勘案して、当該市町村の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基

本的な計画 ( 市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略 ) を定めるよう努めなければならない。

視点① 人づくり 視点② 魅力づくり 視点③ 安心づくり 視点④ しごとづくり

Plan1  
いきいきと

輝くまち
( 活力・魅力 )

Plan2  
学び成長
するまち

( 子育て・教育 )

Plan3  
未来を

守るまち
( 安全・安心 )

Plan4  
元気で笑顔

のまち
( 健康・福祉 )

Plan5 
快適で持続

するまち
(都市機能・行政基盤 )

4つの視点　×　5つのPlan

[ ★ ] 用語集参照
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　住民アンケートやまちづくりの集い、ワークショップ [ ★ ] などで寄せられたまちの未来への声を

まとめました。　

　これからの10 年間、住民の皆さんとともに未来図の実現に向けて、4 つの視点と 5 つの Planで

まちづくりを進めていきます。

　① 人づくりの視点 ② 魅力づくりの視点

  ・協働でつくるまち
  ・子どもの笑顔があふれるまち
  ・子育て支援のまち
  ・出会いのまち
  ・学びを地域に生かすまち
  ・帰ってきたくなるまち
  ・あいさつがあふれるまち
  ・ボランティアが活躍するまち
  ・楽しく学校に通えるまち

  ・友だち 100 人できるまち
  ・ホタルがいるまち
  ・桜がきれいなまち
  ・季節を感じられるまち
  ・まちなみがきれいなまち
  ・都市と田舎どちらもあるまち
  ・車がなくても生活しやすいまち
  ・まち歩きを楽しめるまち
  ・電車基地のあるまち ( 電車のまち ) 

　③ 安心づくりの視点 ④ しごとづくりの視点

  ・災害に強いまち
  ・防災意識が高いまち
  ・防犯意識が高いまち
  ・健康づくりのまち
  ・ゴミの落ちていないまち
  ・高齢者にやさしいまち
  ・空き家のないまち
  ・持続するまち
  ・お互いさまで支え合うまち

  ・仕事が生まれるまち
  ・訪れたいまち
  ・居場所があるまち
  ・にぎわいのあるまち
  ・買い物に便利なまち
  ・巡りたくなるお店が集まるまち
  ・特産品や地域グルメが楽しめるまち
  ・感謝される仕事のあるまち
  ・電車基地のあるまち ( 電車のまち ) 

　２．4 つの視点で描くまちの未来図

災害から住民の生命と財産を守るため、ハード・ソフトの両面から防災力の強化を進めるとともに、

住民の防災意識を高めます。また、将来世代の安心を視野に入れた持続可能な発展をめざすという

考え方は、福祉・環境・財政運営に至るまで、共通して重視される視点です。それぞれの分野の持

続可能性を高め、将来世代にまちづくりを引き継ぎます。

数値目標 現状 5 年後の姿

　住宅の耐震化率 77.2 ％
( 平成 30 年度 )

80.2 ％
( 令和 5 年度 )

　満足度：行財政運営への取組 ※ 78.8 ％
( 平成 30 年度 )

81.8 ％
( 令和 5 年度 )

③ 安心づくりの視点

子育て世代などを町に呼び込み、多くの人に住み続けてもらうため、企業誘致の推進や創業者の育

成を図るとともに、太子町商工会と連携の上、経営支援などを通じて地域産業を育成・振興し、雇

用の場の拡大に取り組みます。また、企業市民制度 [ ★ ] などを生かし、企業の認知度と社会的価

値を高めるとともに、農業塾や農地バンク制度 [ ★ ]、特産品の拡大などにより、都市近郊の強み

を生かした農業振興の取組を進めます。

数値目標 現状 5 年後の姿

　創業塾や町への相談を通じた創業者数 2 人
( 平成 30 年度 )

7 人
( 令和 5 年度までの累計 )

　満足度：町の雇用環境への取組 ※ 98.4 ％
( 平成 30 年度 )

98.4 ％
( 令和 5 年度 )

④ しごとづくりの視点

※ 住民アンケート [ ★ ] において普通以上を選択した人

[ ★ ] 用語集参照
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　校区別の人口を見てみると、斑鳩小学校区と太田小学校区の人口は増加傾向にありますが、石海

小学校区と龍田小学校区の人口は減少傾向にあります。

　「人口が減る」「人口構造が高齢者にシフトする」などの人口の変化が、地域経済の縮小、商業

や教育、医療、福祉など、日常生活に必要なサービスの低下や産業における労働力の不足、個人住

民税の減少、扶助費 [ ★ ] の増加など、これからのまちづくりに多面的な影響を与えることが懸念さ

れます。

　人口減少や少子高齢化の傾向は将来にわたり続いていくことが想定され、平成 30(2018) 年に公

表された国立社会保障・人口問題研究所 [ ★ ] の「日本の地域別将来推計人口 ( 平成 30(2018) 年

推計 )」においては、2045 年の太子町の人口は 28,480 人と推計されています。

　将来にわたって活力ある地域社会を維持していくためには、町の持つ住みよさとまちの魅力を磨

くことにより、子育て世代を中心とした生産年齢人口を増加させることで人口減少の抑制に取り組む

とともに、長期的な展望に基づき合計特殊出生率 [ ★ ] の向上をめざすことが必要であると考えて

います。

　第 6 次太子町総合計画 ( 第 2 次総合戦略 ) における 2045 年における町の人口目標については、

国立社会保障・人口問題研究所の推計人口から約 4 千人の増加をめざし、32,427人 ( 第 1 次人口

ビジョンの目標値を踏襲 )と設定、その人口目標に向けて戦略的事業を積極的に展開していきます。

　３．将来推計人口・人口目標

2045 年の人口目標  　  
国立社会保障・人口問題研究所推計　28,480 人 ( ＋3,947人 )

人口目標の基準：国勢調査人口

　平成 28(2016) 年 3 月策定の太子町人口ビジョン ( 以下「第 1 次人口ビジョン」という。) を継承

するものとし、人口減少の克服と超高齢社会における持続的な発展に向け、第 6 次太子町総合計

画に掲げる効果的な施策・事業を企画立案するための基礎とします。

　太子町の人口の現状、今後の推計を明らかにし、住民と企業、町が人口問題の意識を共有するた

め、まちのめざすべき将来の方向と人口の将来の展望を示します。

　昭和 26(1951) 年の太子町の誕生以来、自然動態では出生数が死亡数を上回る「自然増」が続き、

社会動態では転入が転出を上回る「社会増」が続いたため、自然増、社会増により大きく人口が増

加し、町が発展してきました。しかし、近年は出生数が減少に転じていることに加え、死亡数が増

加し、出生数と死亡数が逆転したため、自然増減はマイナスに転じており、住民基本台帳に基づく

人口は平成 25(2013) 年 2 月1日の 34,720 人 ( 住民基本台帳 ) をピークとして減少しつつあります。

令和元年 (2019) 年 10 月1日現在、人口 34,160 人、世帯数 13,651 世帯となっています。

　年齢 3 区分 [ ★ ] 別の比率や人口推移を見てみると、高齢者人口 (65 歳以上 ) が増加するとともに、

年少人口が減少し、全国平均より緩やかですが少子高齢化が進行しています。

　１．第 2 次太子町人口ビジョンの位置付け

　２．人口の動向

太子町人口ビジョン ( 人口目標 )
　第 2 次   ～ 短期的には社会増につなげ、

長期的には出生率の向上による自然増につなげます ～

[ ★ ] 用語集参照
住民基本台帳：各年 10 月1 日現在
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＊「自分たちの地域は自分たちでつくる」という住民自治の意識が向上し、住民の創意工夫による

　地域活動が活発に行われています。

＊多様な主体による地域特性を活かしたまちづくりが進められ、まちの活力や安全性が高まるとと

　もに、まちの魅力が向上しています。

＊地域で活動する団体の設立支援や活動支援を行うことにより、町全体で地域活動・社会貢献活

　動が活発に行われています。

＊企業市民による地域活動・社会貢献活動が活発化し、地域課題の解決が進んでいます。

❖目標実現のための施策
　1．住民参画の推進

　2．住民団体等との協働

　3．企業との協働

❖施策に関する指標
重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　満足度：地域コミュニティ活動 ※ 87.1 ％
( 平成 30 年度 )

89.1 ％
( 令和 5 年度 )

　ボランティア登録人数 661 人
( 平成 30 年度 )

700 人
( 令和 5 年度 )

　事業承継関連セミナー年間開催数 1 回
( 令和元年度 )

2 回
( 令和 5 年度 )

※ 住民アンケート [ ★ ] において普通以上を選択した人の割合

Plan１
いきいきと輝くまち ( 活力・魅力 )　

第１章　1．地域活動の推進

(1) 協働のまちづくりの推進  【総合戦略の視点：人づくり・魅力づくり・安心づくり】

❖現状と課題
＊全国的に急速な少子高齢化や単身世帯の増加、ライフスタイルの変化などにより、人と人とのつ

　ながりの希薄化、これまで地域コミュニティが担ってきた子育てや防犯、防災などの相互扶助機

　能の低下や担い手不足による地域文化の衰退など、さまざまな問題が懸念されています。

＊町内各地で活発な地域コミュニティ活動が行われているものの、高齢化による後継者不足などの

　課題が顕在化しつつあり、ボランティアの育成や支援など、地域活動の維持、補完機能が求めら

　れています。

＊平成 28 年度より企業市民制度 [ ★ ] を開始し、企業の社会貢献活動、地域活動の後押しをして

　います。

❖基本的な方針
＊住民と企業、町が互いに尊重してパートナーシップを築き、多くの住民参画を得ながら行政運営

　が行われるよう行政情報を発信していきます。

＊住民の協働意識の醸成を図るほか、町と協働で取り組む事業の提案募集や、社会貢献活動を行

　う団体などの支援窓口の設置など、町が地域活動を後押しするための仕組みづくりを推進します。

＊住民と企業、町に加え、高等学校、大学などを地域の大切な資源と位置付け、それぞれのまち

　づくりの役割を明確化するとともに、連携をさらに強化し、地域課題の解決に向けた取組を進め

　ていきます。

＊超高齢社会 [ ★ ] を支える身近な地域資源である自治会集会所は、地域自治、地域活動の拠点

　です。地域コミュニティ活動などへの効率的・効果的な活用についての協議・検討を進めます。

＊企業市民制度 [ ★ ] の活発化により、商工業者と協働したまちづくりを進めます。

❖ 10 年後のまちの姿
＊協働と参画のまちづくりが住民に周知・理解され、住民と企業、町が相互理解のもと、協働によ

　るまちづくりに取り組んでいます。

＊住民と企業、町の双方向の情報発信が積極的に展開され、まちづくりの情報の共有化が図られ

　るとともに、まちづくりへの参画がより一層促進されています。

[ ★ ] 用語集参照
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重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　認定農業者数 [ ★ ] 7 人
( 平成 30 年度 )

9 人
( 令和 5 年度 )

　地域団体による収穫体験等の実施団体数 2 団体
( 平成 30 年度 )

2 団体
( 令和 5 年度 )

　高付加価値型農業 [ ★ ] に取り組む団体数 5 団体
( 平成 30 年度 )

7 団体
( 令和 5 年度 )

　庁舎農産物直売所への参加団体数 5 団体
( 平成 30 年度 )

7 団体
( 令和 5 年度 )

   意欲を持って農業を担う人材が増えています。

＊認定農業者や集落営農組織などへの農地集積を促進することにより、大規模農業による生産コス

　トの削減など、農業経営の効率化が図られています。

＊農業塾受講生が趣味と実益を兼ねて町内各地で農業を楽しんでいます。

＊農業への理解を広げ、安定した農業経営と新たな担い手が確保されるための地産地消や食育の

　取組が進むとともに、住民が多様な形で「農」とふれ合い、魅力と活力ある農業により農地が良

　好に保全されています。

＊ほ場整備事業を進めることにより、大型機械の導入などの生産効率が高められるとともに、農道

　などの農業施設を整備するなど、農業生産基盤の強化が図られています。

＊森林資源の適正な管理により、林業の生産性の向上が図られています。

❖目標実現のための施策
　1．担い手の育成・確保

　2．集落営農や認定農業者の育成・支援

　3．有害鳥獣対策の推進

　4．ほ場整備の推進

❖施策に関する指標

(2) 産業の活性化 【総合戦略の視点：人づくり・魅力づくり・安心づくり・しごとづくり】

❖現状と課題
＊地域経済をけん引する中小企業の事業所数のうち、商業・工業は減少傾向であり、大規模小売

　店舗やコンビニエンスストアの増加が進む中、既存商店の集客力低下が懸念されています。

＊町内には工業用地がほとんどなく、工場などの企業誘致は困難な状況です。

　【分野別計画】
　  創業支援事業等計画、農業振興地域整備計画、空家等対策計画、都市計画マスタープラン

第１章　２．地域産業の活性化

(1) 魅力ある農林業の推進 【総合戦略の視点：人づくり・魅力づくり・安心づくり・しごとづくり】

❖現状と課題
＊太子町の農業の現況は、耕地面積規模が 0.5ha 未満の小規模な個人経営による兼業農家が大半

　を占めています。

＊農業経営者の平均年齢は 68.7 歳 (2015 年農林業センサス ) で高齢化が進む中、農業後継者不足、

　耕作放棄地の増加が懸念されています。

＊都市近郊に位置する立地条件の良さを生かした、高付加価値型農業 [ ★ ] の推進や都市住民と

　の交流事業である地域団体による収穫体験 ( さつまいも、じゃがいも、枝豆など ) が実施されて

　います。

＊鹿やイノシシなどの有害鳥獣による農作物の被害が発生しています。

＊森林所有者の高齢化や不存在化が進行し、天然林の荒廃が進行しています。

❖基本的な方針
＊担い手の育成・確保に向け、認定農業者制度 [ ★ ] や人・農地プラン制度 [ ★ ] を活用した地域ご

　との営農体系の確立をめざし、経営体の基盤強化を推進します。

＊意欲ある担い手が持続可能で安定的な経営基盤を築き、効率的な農業経営を促進するため、農

　地の集積・集約化による規模拡大やコスト低減をめざす新たな取組などを支援します。

＊ほ場整備を推進し、農地の集積集約を図り、生産性の向上に努めます。

＊農地の多面的機能の維持・発展を推進し、地域の共同活動を支援します。

＊特産品の太子いちじくや西はりま山椒の栽培など、高付加価値型農業を支援する取組を進めます。

＊児童・生徒から大人まで、段階的に農業の魅力を体感する機会の創出に努めます。

＊庁舎農産物販売所での販売支援や学校給食を通じて、住民に新鮮な地場農産物を提供するよう

　努め、生産者と消費者の距離を縮め、地産地消を進めます。

＊鹿やイノシシの捕獲や被害防止柵の設置など、関係機関と連携し、農家と農作物を有害鳥獣から

　守るための取組を推進します。

＊森林の間伐を行い、森林所有者や境界の明確化を図ります。

❖ 10 年後のまちの姿
＊農地バンク制度 [ ★ ] や農地中間管理事業 [ ★ ] などの活用により、認定農業者や集落営農組織

　などへの農地集積を促進し、大規模農業による効率化が図られ、農業経営の体質が強化されて

　います。

＊認定農業者および後継者の育成と新規就農者支援を行うことにより、優れた経営感覚を備え、   

[ ★ ] 用語集参照
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重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　商工会加入率 49.1 %
( 平成 30 年度 )

53.0 %
( 令和 5 年度 )

　創業塾や町への相談を通じた創業者数 2 人
( 平成 30 年度：累計 )

7 人 
( 令和 5 年度：累計 )

　空き家空き地バンク [ ★ ] を活用した創業者数 ＊＊＊
( 平成 30 年度 )

2 件
( 令和 5 年度：累計 )

　ふるさと納税お礼品の取扱数 394 品目
( 平成 30 年度 )

500 品目
( 令和 5 年度 )

❖施策に関する指標

　【分野別計画】
　  創業支援事業等計画、空家等対策計画、都市計画マスタープラン

第１章＊平成 28 年度から創業塾を開始するとともに、創業支援制度の開始により、町の産業の活気を呼

　び戻す取組を進めています。

＊石海南地区および龍田地区では、区域のほとんどを市街化調整区域が占めることから、商業やサ

　ービス業が不足しています。

❖基本的な方針
＊太子町商工会と連携・協力の上、地場産業の競争力の強化や後継者育成に努めるとともに雇用の

　場の拡大に取り組みます。

＊中小企業や地元商店などの経営安定化を図るとともに、創業塾の継続発展により新たな活力の担

　い手の育成や支援、雇用の創出、魅力的な店舗やサービス業の誘致を進め、産業活力を生み出

　す取組を進めます。

＊ふるさと納税を活用し、まちの認知度の向上と地場産業の振興をめざします。また、寄付者と町

　の間に、ふるさと納税を通じて絆・交流を形成し、新しいまちの応援者を増やします。

＊土地の用途緩和および地区計画 [ ★ ] などを活用し、町の活力につながる企業を誘致します。

❖ 10 年後のまちの姿
＊中小企業への利子補給事業と商工会経営指導員による指導強化などにより、中小企業の経営安

　定と健全な発展が促進され、地域が活性化しています。

＊商工会や町内企業、金融機関などとの連携を強化し、地域全体で産業の振興を図ることにより、

　安定した経営基盤が築かれ、事業活動が活発に展開されています。

＊創業塾の受講生による魅力的な店舗や事業展開がなされ、まちに雇用と活気が生まれています。

＊ふるさと納税で培ったノウハウと絆を生かし、特産品や地場産品の販路が全国に拡大され、まち

　の特産品や地場産品の製造が活発化しています。

＊多くの中小企業が技術と知恵を活用して、新たな産業や商品づくりに挑戦し、高付加価値化や受

　発注の拡大が図られています。

＊特別指定区域 [ ★ ] や地区計画 [ ★ ] による建築制限の緩和を活用したまちづくり、当該地域の

　ための小規模店舗の建築、建築制限緩和などを周知・活用した取組を進めることにより、市街化

　調整区域の集落が維持、発展されています。

❖目標実現のための施策
1．経営基盤の安定化と事業承継・支援

2．創業者の育成・支援

3．魅力ある店舗等の誘致・集約

[ ★ ] 用語集参照
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36 基本計画　Plan１ いきいきと輝くまち力(活力・魅力)
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＊新たな特産品が生み出されるとともに、まちのたくさんの店舗で特産品を活用した地域グルメが提

　供されています。

＊広域連携により、まちを体感できる観光メニューを目的とした交流人口が増加しています。

＊観光客が地場産品や特産品などを購入でき、まちを PR できる観光施設が設置されています。

＊住民と企業、町が連携協力して、まちの魅力を発信することにより、観光交流客数が増加してい

　ます。

＊住みよさやまちの景観、子育て世代の交流など、まちの魅力が広く知られるようになり、子育て

　世代を中心としたまちへの移住者が増加しています。

＊JR 網干駅の利便性が高まるとともに、京阪神へ通勤する人のまちへの移住定住が進んでいます。

❖目標実現のための施策
1．観光資源の活用と創出

2．特産品のブランド力向上

3．移住定住の促進・支援

❖施策に関する指標

(2) にぎわいと活力の創出・維持  【総合戦略の視点：人づくり・魅力づくり・しごとづくり】

❖現状と課題
＊進学や就職を機とした若年層の町外への流出などにより、転出者が転入者を上回る社会減が進む

　とともに、死亡数が出生数を上回る自然減が進むなど、人口減少の進展に起因する地域経済や

重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　観光入込客数 158,964 人
( 平成 30 年度 )

200,000 人
( 令和 5 年度 )

　特産品数
　（太子みそ、太子いちじく、松尾のたけのこ）

3 品目
( 平成 30 年度 )

4 品目
( 令和 5 年度 )

　お土産の原材料に使用された特産品数 3 品
( 平成 30 年度 )

4 品
( 令和 5 年度 )

　【分野別計画】
　  創業支援事業等計画、空家等対策計画、都市計画マスタープラン

第１章　３．地域資源の活用

(1) まちの魅力の創出・向上 【総合戦略の視点：人づくり・魅力づくり・しごとづくり】

❖現状と課題
＊町内には、聖徳太子ゆかりの斑鳩寺をはじめ、宮本武蔵生誕地、徳道上人堂などの観光資源が

　遺されています。

＊近年、太子みそや太子いちじくを活用した特産品、地域グルメなどが町内店舗の取組により数多

　く開発、販売されています。

＊町フェイスブックやマスメディアへの情報提供により、特産品や地域グルメの認知度が大きく向上

　しています。

＊西播磨観光協議会や西はりまツーリズム振興協議会、各種メディアと連携協力をして圏域で観光

　客を誘致する取組を進めています。

＊観光客が地場産品や特産品などを購入でき、まちを PR できる観光施設 ( 立ち寄り施設 ) の設置

　が求められています。

＊JR 網干駅に発着する新快速電車を利用して、京阪神まで通勤圏となっています。

❖基本的な方針
＊町が観光先や訪問先、移住先に選ばれるため、まちの強みである斑鳩寺をはじめとする歴史文

　化の魅力を生かしたまちづくりを展開していきます。

＊観光ニーズの多様化や個性化に対応できるよう、町にある魅力的、特別感のある企業を創出・連

　携させ、町内外に発信することにより、観光客の誘致やまち全体の活性化につなげていきます。

＊観光を圏域やニーズで捉え、広域連携・目的別連携など、他自治体と連携協力して、交流人口 [ ★ ]

　の増加に取り組みます。

＊空き家空き地バンク [ ★ ] への登録を推進するとともに、町ホームページや SNS[ ★ ] などを通じ

　て空き家などの物件情報や移住希望者などのニーズに応じた情報を積極的に発信します。

＊都市部からの UJI ターン [ ★ ] を促進するため、県、近隣自治体および関係機関と連携し、相談

　会の開催など都市部における PR 強化に努めます。

＊JR 網干駅および網干総合車両所があることをまちの大きな特長と捉え、広報啓発するとともに、

　まちづくりに活用していきます。

❖ 10 年後のまちの姿
＊斑鳩寺をはじめとする歴史や豊かな自然、企業など、まちの特長が活用され、観光客が訪れるま

　ちとなっています。

＊観光資源の充実により、まちの魅力が高まり、まちを多くの人が訪れています。

[ ★ ] 用語集参照
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38 基本計画　Plan１ いきいきと輝くまち力(活力・魅力)
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❖目標実現のための施策
重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　空き家空き地バンク [ ★ ] 登録件数 ＊＊＊
( 平成 30 年度 )

25 件
( 令和 5 年度 )

　空き家空き地バンクマッチング件数 ＊＊＊
( 平成 30 年度 )

 5 件
( 令和 5 年度：累計 )

　【分野別計画】
　  創業支援事業等計画、空家等対策計画、都市計画マスタープラン

第１章　地域活動の縮小が懸念されています。

＊歴史文化資源や自然環境など、地域資源を生かした観光客、交流人口 [ ★ ] の増加と魅力の創出

　を図ることが求められています。

＊斑鳩地区が歴史的景観形成地区指定を受け、斑鳩ふるさとまちづくり協議会と町との官民協働の

　まちづくりが進んでいます。

＊全国的に空き家対策が深刻な課題となり、平成 27 年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」

　が全面施行された中、平成 31 年 4 月、太子町空き家空き地バンク [ ★ ] を設立しました。

❖基本的な方針
＊まちの活力を維持・発展していくため、地域にある資源の魅力を磨くとともに、その情報を広く町

　ホームページや SNS[ ★ ](Facebook、Instagram、Twitter 等 ) などを通じて町内外に発信し、定

　住人口や交流人口 [ ★ ]、関係人口 [ ★ ] を増やすよう取組を進めます。

＊地域に新たなにぎわいが創出されるよう、住民主体のイベントやまちづくりと町の連携を積極的に

　行い、地域の交流を活発化させます。

＊聖徳太子没後 1400 年を迎える 2022 年をまちの活性化・ＰＲのチャンスと捉え、町においても住

　民主体で立ち上がった「聖徳太子 1400 年プロジェクト [ ★ ]」に参画し、斑鳩寺を核とした地域

　活性化事業を展開していきます。

＊町の中心地にある歴史資産から徒歩で周遊できる範囲への小規模店舗の集積を促進します。

＊空き家空き地バンクの運用など、空き家に関する対策を総合的かつ計画的に実施します。

＊他自治体との交流を推進するとともに、町を訪れた人々がまちに愛着を持っていただけるよう「お

　もてなし」の心でお迎えし、たくさんの来訪者でにぎわうまちの実現に取り組みます。

＊創業への相談対応や支援、情報提供を行うことにより、創業意欲のある人材を育成するとともに、

　まちに創業する人を集め、増やす取組を進めます。

❖ 10 年後のまちの姿
＊斑鳩地区の景観形成が進むとともに、魅力ある店舗・企業が集まることにより、まち歩きを楽し

　む人、まち巡りを楽しむ人が集い、まちの中心に拠点性が再生されています。

＊創業への相談対応や支援、情報提供を行うことにより、創業意欲のある人材が育成され、中心市

　街地を中心として町内で創業する人が増えることにより、まちが活性化しています。

＊住民主体のイベントやまちづくりが活発化し、地域に笑顔と活力があふれています。

＊空き家空き地バンク [ ★ ] への登録物件数が増えるとともに、町内外に空き家の物件情報や町の

　支援策などが積極的に情報発信され、空き家の有効活用、移住定住の促進につながっています。

＊特別指定区域 [ ★ ] や地区計画 [ ★ ] による建築制限の緩和を活用したまちづくり、空き家の利活

　用の推進などにより、市街化調整区域の集落が維持・活性化しています。

[ ★ ] 用語集参照
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基本計画　Plan２ 学び成長するまち(子育て・教育)
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❖目標実現のための施策
1．子育て世代の相談体制の充実

2．子育て世代の交流促進

3．子育て費用の負担軽減

4．地域ぐるみの子育て支援の充実

❖施策に関する指標

(2) 子育て環境の整備  【総合戦略の視点：人づくり・ 魅力づくり・安心づくり・しごとづくり】

❖現状と課題
＊少子化は全国的な社会問題であり、町内での子どもの出生数も減少傾向 ( 平成 22(2010) 年 379

　人⇒平成 30(2018) 年 241 人 )となっており、安心して生み育てられる子育て環境を整備すること

　が求められています。

＊保育園や認定こども園の整備支援を進めていますが、待機児童は解消しておらず、保育ニーズの

　高まりが見受けられます。

＊家庭で育児している保護者が、一時的に子どもを預けることのできる場が求められています。

＊老朽化の著しい児童館と子育て学習センター「のびすく」の統廃合を含め、子育て支援施設のあ

　り方の検討が求められています。

＊全国的に女性の社会進出による未婚化や晩婚化が進んでいます。

❖基本的な方針
＊働きながらでも安心して子育てができるよう、保育サービスと幼稚園教育の充実を図るとともに、

　幼稚園の 3 歳児保育など、子育て環境の多面的な整備を推進します。

重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　子育て世代包括支援センター相談件数 3,208 件
( 平成 30 年度 )

3,600 件
( 令和 5 年度 )

　満足度：子育て施策 ※ 1 80.2 ％
( 平成 30 年度 )

82.2 ％
( 令和 5 年度 )

　自分の存在を肯定的にとらえている児童生徒 ※ 2
小学校 81.0 ％
中学校 81.9 ％
( 平成 30 年度 )

小学校 85.0 ％
中学校 85.0 ％

( 令和 5 年度 )

※ 1 住民アンケート [ ★ ] において普通以上を選択した人の割合
※ 2 全国学力・学習状況調査

　【分野別計画】
　  子ども・子育て支援事業計画、男女共同参画プラン、特定事業主行動計画

Plan ２
学び成長するまち ( 子育て・教育 )　

第１章　1．子育て支援の充実

(1) 子育て世代への支援  【総合戦略の視点：人づくり・ 魅力づくり・安心づくり・しごとづくり】

❖現状と課題
＊核家族化などにより、孤立する保護者、育児不安を抱える保護者が増加しており、地域における

　子育て支援、相談体制の再構築が求められています。

＊子どもたちを地域全体の宝と捉え、保護者の育児に関する経済的な負担、不安を減らすことが必

　要となっています。

＊子育て学習センター「のびすく」の子育てサークルや児童館の母親クラブなどを中心として、保護

　者同士、子ども同士の交流が行われています。

＊若年妊婦などのハイリスク妊婦やシングルマザーの割合が増加しており、出産後の母子に対する

　健康や育児への支援、相談体制の必要度が高まっています。

❖基本的な方針
＊育児や子育てに対する保護者の不安を軽減するため、発達や生活習慣など子どもに関する相談支

　援体制の充実を図ります。

＊子育てについての友だちづくり、情報交換などが行えるよう、子育て学習センター「のびすく」の

　子育てサークル活動などを促進し、子どもとその保護者の交流の機会をつくります。

＊子育て情報やイベント情報を町ホームページや SNS[ ★ ]、子育て支援ガイドブックなどを通じて

　積極的に提供します。

＊子ども医療費助成事業などを通じて、子育てにかかる経済的な負担の軽減を図ります。

＊自治会での放課後こども教室の推進、防犯立ち番など、地域ぐるみで安心して子育てをするため

　の環境を支援、整備します。

❖ 10 年後のまちの姿
＊子どもや保護者が気軽に相談できる窓口および子育てネットワークが充実し、安心して子どもを生

　み育てられる環境が整っています。

＊子育てにかかる経済的な負担が軽減され、生活の安定と向上に対する支援が行われています。

＊地域全体が子育てに協力、参加する、子育てを応援するまちになっています。

[ ★ ] 用語集参照
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　2．学校教育の充実

(1) 学校教育の充実  【総合戦略の視点：人づくり・ 魅力づくり・安心づくり】

❖現状と課題
＊暴力行為、いじめ、不登校など、教育現場の諸課題が深刻化、複雑化、多様化しており、学校

　だけでは解決することが困難なケースが増加しています。

＊学校の規模に合った教員配置と地域の特性を生かした適切な教育の提供に努めています。

＊学校施設の耐震工事は完了していますが、施設の老朽化により、大規模な改修工事が必要となっ

　ています。

＊学校給食は、児童・生徒の心身の健全な発達と食に関する正しい理解や適切な判断力を養う上

　で重要な役割を果たしています。

❖基本的な方針
＊子どもたちの「確かな学力」の定着を図るとともに、一人ひとりの個性と発達段階に応じたきめ細

　やかな教育を推進します。

＊児童のまちに対する理解を深め、郷土への愛着を育てるため、地域と連携した学校教育を推進

　するとともに、郷土学習教材である「わたしたちの太子町」を活用したふるさと意識の醸成を推進

　します。

＊豊かな里山や農産物などの地域と自然を学ぶ環境学習、まちの産業を学ぶ社会科学習など、ま

　ち全体で子どもたちを豊かに育てる教育プログラムを推進します。

＊小学校や幼稚園、認定こども園、保育園の連携の推進により、就学前教育から小学校教育への

　円滑な接続を図ります。

＊不登校になるきっかけや背景は複雑であり、個別のケースに応じた支援が大切です。教育相談体

　制の充実や適応指導教室、別室指導教室の活用に加え、スクールカウンセラーやスクールソーシャ

　ルワーカーなど専門職の活用、各関係機関との連携などを通じた課題解決を図ります。

＊家庭の経済状態などによって子どもの将来が左右されることのないよう、必要な経済的支援を行

　うとともに、子どもの学習機会、学習環境の確保を推進します。

＊施設修繕や大規模改修などの計画的な整備を進め、教育環境の充実に努めます。

＊児童・生徒へ分かりやすい授業を提供することで「確かな学力」の育成をめざすとともに、教員

　の校務事務の負担を軽減し、児童・生徒に向き合う時間を確保するため、ICT[ ★ ] 機器の効果

　的な活用と計画的な更新を行います。

＊安全で安心な学校給食の提供を通じて、子どもの食を支えるとともに、給食を通じた食育の推進

　を図ります。また、学校給食共同調理センターを災害時の食料提供拠点として活用します。

　【分野別計画】
　  教育振興基本計画

第１章＊企業などと連携し、多様な保育形態を組み合わせて保育の量の確保を図るとともに、保育士の人

　材確保を支援することで、待機児童の解消をめざします。

＊子育ての拠点、親子の交流拠点として、子育て支援施設の充実と環境整備を進めます。

＊ファミリーサポートセンター [ ★ ] や緊急一時保育、病児・病後児保育事業など、保護者と子ども

　の状況に応じた子育て環境を整備・強化していきます。

＊未婚化や晩婚化を解消するための一助として、関係団体と連携しながら男女の出会いをサポート

　します。

❖ 10 年後のまちの姿
＊保育園や幼稚園、学童保育園、預かり保育など、安心して子どもを預けられる環境が整備され、

　希望する子育てや働き方を選択することができています。

＊子育て施設に笑顔の親子が集まり、親子それぞれにたくさん友だちができています。

＊出生数が維持され、町内で毎年約 300 人の子どもが生まれています。　

❖目標実現のための施策
1．保育サービスの充実

2．子育て環境の整備

❖施策に関する指標
重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　合計特殊出生率 [ ★ ] 1.56
( 平成 29 年度 )

1.66
( 令和 5 年度 )

　この地域での子育てを希望したい人の割合 95.2 %
( 平成 30 年度 )

96.2 %
( 令和 5 年度 )

　子育て施設利用者数
　（児童館、子育て学習センター「のびすく」）

22,556 人
( 平成 30 年度 )

23,000 人
( 令和 5 年度 )

[ ★ ] 用語集参照
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(2) 学校・家庭・地域の連携 【総合戦略の視点：人づくり・ 魅力づくり・安心づくり】

❖現状と課題
＊少子化が進行し地域との絆が希薄になっている今日、家庭教育の重要性を啓発することに加え、

　子育てや教育に不安を抱えている家庭への対策が必要となっています。

＊情報通信社会のめまぐるしい発展に伴い、ネット犯罪に巻き込まれる青少年の増加と低年齢化が

　危惧される今日、子どもたちがネット犯罪に巻き込まれない対策や周りの大人への教育、啓発が

　必要となっています。

＊核家族化などにより地域との絆の希薄化が進む中、子どもたちが犯罪に巻き込まれないよう地域

　ぐるみで子どもたちを見守り育成する体制づくりが必要となっています。

❖基本的な方針
＊家庭教育は全ての教育の出発点です。家庭教育の重要性を啓発し、各種研修会や講演会、学習

　の場の提供などの支援を行います。

＊子ども会活動の支援を行い、地域に根ざした活動の推進やリーダーの養成を行います。

＊青少年育成協議会などの住民団体の協力のもと、青少年の見聞を広め、コミュニケーションを図

　るため、さまざまな体験活動の場を提供します。

＊学校と家庭、地域が連携・協力して地域ぐるみで子どもを育てる体制づくりを進めます。

＊保護者や地域による登下校時の見守り活動に対する支援や、関係機関との連携による通学路の安

　全確保への取組を充実させます。

＊地域の人たちが教師役になるなど、さまざまな経験や知恵、まちへの愛着を子どもたちに伝える

　ことにより、まちの将来を担う子どもたちを地域で育てます。

❖ 10 年後のまちの姿
＊家庭での会話や地域とのふれあい、学校での学びを通して、子どもたちが笑顔で毎日を過ごせて

　います。

＊地域ぐるみで子どもたちを見守る体制が構築され、子どもたちが健全にすくすくと育っています。

＊地域と学校が相互にパートナーとして、学校を核とした地域づくりが行われています。

❖目標実現のための施策
1．学校・家庭・地域の連携

2．放課後等支援活動

　【分野別計画】
　  教育振興基本計画

第１章＊複雑化、多様化する教育課題に対応するため、指導主事の複数配置など、教育委員会の指導体

　制の強化を図ります。

❖ 10 年後のまちの姿
＊子どもたちが安心して楽しく学校へ通い、望む教育を受けています。

＊子どもたち一人ひとりに寄り添ったきめ細やかな教育が行われています。

＊子どもたちが主体的・意欲的に学習に取り組むことができる教育環境が整備されています。

＊子どもたちが人やふるさとを大切にする優しさと心の強さを備え、たくましく育っています。

❖目標実現のための施策
1．教育内容の充実

2．教育環境の整備

3．学校教育指導体制の強化

❖施策に関する指標

※全国学力・学習状況調査

重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　勉強が好きと思う児童生徒 ※
小 6   68.4 ％
中 3   54.8 ％
( 平成 30 年度 )

小 6  80.0 ％
中 3   70.0 ％
( 令和 5 年度 )

　家族と学校での出来事の話をする児童生徒 ※
小 6   85.5 ％
中 3   79.9 ％
( 平成 30 年度 )

小 6   90.0 ％
中 3   85.0 ％
( 令和 5 年度 )
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　3．社会教育の充実

(1) 生涯学習の充実 【総合戦略の視点：人づくり・ 魅力づくり】

❖現状と課題
＊ライフスタイルの多様化に伴い、生涯学習のニーズはますます高まっており、「いつでも、どこでも、

　いつまでも」を目標に活動を行うことができる環境の整備が求められています。

＊テニスやグラウンド・ゴルフ、卓球、ソフトバレーボールなど、生涯スポーツが活発に行われ、健

　康づくりや交流の場として重要な役割を果たしています。

＊文化やスポーツ、歴史などの各分野において、子どもから高齢者まで、幅広い層のニーズに対応で 

　きる指導者の養成を図ることが必要となっています。

＊生涯学習を通じて得られた知識、技能を生かせる場が求められています。

＊文化交流活動の拠点である「ふるさと文化村 ( 文化会館・図書館・歴史資料館 )」からの町ホーム

　ページや SNS[ ★ ] などを通じた文化活動の情報発信により、事業の周知、来場者の増加に努め

　ています。

❖基本的な方針
＊公民館講座や公民館活動の充実を図るとともに、地域交流館や南総合センターが住民の交流拠

　点となるよう、その利活用の促進を図ります。

＊住民が文化や芸術に関心を持ち、身近に感じることができるよう、多様な文化・芸術にふれる機

　会の充実を図ります。

＊生涯を通じてスポーツに親しむことができるよう、住民への学校体育施設の開放やその充実、各

　種大会や教室の開催など、住民のスポーツ活動を推進します。

＊スポーツ団体などへの活動支援や、団体間の連携による交流を促進するとともに、地域における

　スポーツ活動の指導者を育成します。

＊公民館講座は、自己実現や生活の充実を図るための個人の関心や興味に沿ったもののほか、社

　会の多様な課題に対応していくための内容を取り入れて開催します。

＊生涯学習人材バンクなどを活用し、住民が生涯学習で得た知識や技術を生かせる環境整備に取

　り組みます。

＊図書館の蔵書の充実やレファレンスサービス、図書館の広域利用など、図書館サービスの充実を

　図るとともに、読書への興味をかきたてる講座や講演会を開催し、住民への読書啓発に努め、生

　涯にわたる読書活動を支援します。

＊幼児や児童を対象とした「おはなしの時間」や「絵本の時間」の開催、学校園でのストーリーテ

　リングやブックトーク、推薦図書リストの配布などにより、子どもたちに読書の楽しさを伝えます。

　【分野別計画】
　  教育振興基本計画、子ども読書活動推進計画

第１章❖施策に関する指標

※ 子ども会などによる全町・全校区規模のイベントの数 (ドッジボール大会、かるた会等 )

重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　地域主体の子ども対象の全町・全校区イベント数  ※ 4 回
( 平成 30 年度 )

4 回
( 令和 5 年度 )

　放課後子ども教室 [ ★ ] の実施箇所数 2 箇所
( 平成 30 年度 )

6 箇所
( 令和 5 年度 )

[ ★ ] 用語集参照
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＊「ふるさと文化村」の 3 館合同複合型イベントの実施により、来場者が増加し、「ふるさと文化村」

　が活性化しています。

＊町内各地で有形・無形の文化遺産が守り伝えられています。

＊法伝哉 ( ほうでんや ) や屋台練り、獅子舞など、郷土の伝統文化が保存・継承されていますが、　

　後継者不足が課題となっています。

❖基本的な方針
＊文化会館や地区公民館での住民参加による発表機会の拡充を図り、協働による文化芸術活動の

　活性化を図ります。

＊町民芸術祭や公募美術展など、住民主体の多様な文化芸術活動にふれ、参加できる機会を充実 

   させます。

＊子どもたちに文化芸術にふれる機会を提供することにより、子どもたちの豊かな感性を養うととも

　に、文化芸術を通じた地域づくり、世代間交流を図ります。

＊郷土の伝統文化を保存、継承するため、地域の文化や多様な芸術にふれる機会を創出します。

＊歴史資料館の企画展示や講座、見学会などの普及活動により、文化財の保護意識を高めるとと

　もに、埋蔵文化財や史跡、伝統文化など、各種文化財の保護に努めます。

❖ 10 年後のまちの姿
＊芸術文化の鑑賞や発表、さまざまな活動を通じて、地域全体が豊かな潤いのある生活を送ってい

　ます。

＊町の歴史や文化遺産が継承・保存され、住民が郷土の伝統や文化を知り、まちへの愛着が高まっ

　ています。

＊文化遺産がまちの共有財産であるという意識が高まっています。

＊貴重な文化遺産が適切に保存され、地域資源として活用されるとともに、地域の個性豊かな伝統

　文化が継承されています。

❖目標実現のための施策
1．文化芸術活動の推進

2．歴史文化の継承・活用

　【分野別計画】
　  教育振興基本計画、子ども読書活動推進計画

重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　文化会館利用者数 92,796 人
( 平成 30 年度 )

95,000 人
( 令和 5 年度 )

　歴史資料館利用者数 4,060 人
( 平成 30 年度 )

4,200 人
( 令和 5 年度 )

　町民芸術祭参加者数 1,123 人
( 平成 30 年度 )

1,200 人
( 令和 5 年度 )

＊地域課題の分析と解決に必要な学習ニーズの把握を行うため、社会教育指導者を育成・指導しま

　す。

＊住民主体のイベントの企画や運営を支援し、住民主体の文化芸術活動を促進します。

❖ 10 年後のまちの姿
＊学びを通じて得た知識や能力を生かし、住民主体で仲間づくり、地域づくり、まちづくりが行わ

　れています。

＊社会ニーズや住民ニーズを取り入れた新たな公民館講座が順次開設され、生涯学習への参加者が

　増加しています。

＊生涯学習を通した仲間づくり・健康づくり・地域づくりが活発に行われています。

＊住民一人ひとりが生涯にわたってスポーツに親しみ、心身ともに健康な生活を送ることができてい

　ます。

❖目標実現のための施策
1．生涯学習環境の充実

2．スポーツ活動の推進

3．社会教育指導体制の強化

❖施策に関する指標

(2) 文化芸術活動の充実 【総合戦略の視点：人づくり・ 魅力づくり】

❖現状と課題

＊文化会館や地区公民館などでさまざまな文化芸術活動が行われています。

重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　公民館利用者数 27,370 人
( 平成 30 年度 )

28,000 人
( 令和 5 年度 )

　スポーツ施設利用者数 ※ 1 132,231 人
( 平成 30 年度 )

145,000 人
( 令和 5 年度 )

　住民交流施設利用者数 ※ 2 43,337 人
( 平成 30 年度 )

45,000 人
( 令和 5 年度 )

　図書館貸出点数 146,409 点
( 平成 30 年度 )

147,000 点
( 令和 5 年度 )

※ 1 町民体育館・総合公園陸上競技場・総合公園テニスコート・町民グラウンド・太田公園グラウンド
※ 2 地域交流館・南総合センター



5150 基本計画　Plan３ 未来を守るまち(安全・安心)

活
力
・
魅
力

子
育
て
・
教
育

安
全
・
安
心

健
康
・
福
祉

都
市
機
能

行
政
基
盤

資 

料 

編

基
本
構
想

総
合
戦
略

人
口
ビ
ジ
ョ
ン

未
来
を
ま
も
る
ま
ち
（
安
全
・
安
心
）

＊災害発生時の避難所となる公共施設の耐震化が完了し、安全性が確保されています。また、避難

　所の周知と円滑な誘導のための訓練が随時実施されています。

＊急傾斜地の土砂崩れや地すべり、河川や傾斜地における土石流、土砂災害特別警戒区域、土砂

　災害警戒区域などを的確に把握し、地域住民に周知するとともに、安全対策工事を実施するこ

　とにより、災害予防と被害の軽減に対する対策を推進しています。

❖目標実現のための施策
1．情報伝達体制の強化

2．防災体制の強化

❖施策に関する指標

(2) 地域防災力の向上  【総合戦略の視点：人づくり・ 魅力づくり・安心づくり】

❖現状と課題
＊住民が自ら防災情報を収集し、地域で連携して早期に行動を起こすような意識の向上を図ってい

　く必要があります。

＊地震による住宅被害を軽減するため、特に昭和 56 年 5 月以前に建築された木造戸建て住宅の所

　有者に対し、耐震診断や耐震改修工事を促していく必要があります。

＊自主防災組織の体制強化、意識強化を高める仕組みが必要となっています。

＊近年、ゲリラ豪雨や長期にわたる大雨により、市街地が浸水する被害が発生しています。

＊緊急通行車両などが通れない狭あい道路 [ ★ ] の対策が求められています。

❖基本的な方針
＊住民が災害発生時に適切な判断と避難行動をとることができるよう、防災関係機関や地域団体、

　事業所と連携して防災訓練を開催するとともに、地区防災計画の策定や地域での防災訓練の開

　催を支援します。

＊障害者や高齢者など支援が必要な人の避難について、自治会や民生委員児童委員などの協力に

　より支援を行う災害時避難行動要支援者を守る取組を推進します。

重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　防災訓練参加者数 633 人
( 平成 30 年度 )

1,000 人
( 令和 5 年度 )

　災害応援協定の締結数 ( 累計 ) 29 件
( 平成 30 年度 )

34 件
( 令和 5 年度 )

　【分野別計画】
　  地域防災計画、新型インフルエンザ等対策行動計画、国民保護計画、強靭化地域計画

Plan３
未来を守るまち ( 安全・安心 )　　

第１章　1．防災力の強化

(1) 防災体制の強化  【総合戦略の視点：人づくり・ 魅力づくり・安心づくり】

❖現状と課題
＊阪神・淡路大震災や東日本大震災、熊本地震、水害、土砂災害など、全国各地でさまざまな自

　然災害が頻繁に発生しています。

＊今後発生すると見込まれる南海トラフ巨大地震や山崎断層帯地震では、太子町において震度 6 以

　上の揺れによる甚大な被害の発生が想定されています。

＊災害に強い都市基盤の整備など防災・減災対策の充実を進めていくことに加え、災害時の被害を

　可能な限り軽減するための危機管理体制を強化していく必要があります。

❖基本的な方針
＊避難所運営体制の整備や災害の種別に応じた避難場所・避難路の選定、災害情報の伝達体制の

　充実、民間事業者との災害時応援体制の構築など、防災体制の強化を図ります。

＊災害発生時に公共施設や職員が被災し、人員や物資、情報が限られるような状況になった場合

　でも適切に業務を進められるよう、優先業務などを定めた業務継続計画の策定を進めます。

＊図上訓練などを通じて職員の災害対応力を向上させるとともに、地域防災計画や防災マニュアル

　を随時見直し、非常時の対処能力を高めます。

＊災害備蓄品の計画的な更新を図ります。

＊災害時の広域的な連携、支援が図られるよう、多様な機関との広域的な災害対応ネットワークの

　構築を推進します。

＊企業や福祉施設、医療施設などとともに災害に対応するため災害協定を締結します。

＊自主防災組織の支援やリーダーの育成を図るとともに、災害時避難行動要支援者に対する支援や

　ボランティア体制の整備を図ります。

＊市街地の排水機能を向上させるため、雨水排水施設の整備を推進します。

＊急傾斜地崩壊危険箇所指定地域等での災害防止のための安全対策を推進します。

❖ 10 年後のまちの姿
＊防災行政無線、たいし安全安心ネットなどを活用し、住民に対し迅速かつ確実に情報が伝わる体

　制が構築されています。

[ ★ ] 用語集参照
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(3) 消防・救急体制の充実 【総合戦略の視点：人づくり・ 安心づくり】

❖現状と課題
＊火災予防啓発活動を実施するとともに、消防団活動の普及啓発に努めています。

＊消防団員の確保のため、企業連携消防団や機能別消防団員制度を導入しています。

＊消防および救急業務については、西はりま消防組合 ( 一部事務組合 ) で行っています。

＊年々増加する救急需要に的確に対応するため、迅速に救急活動を展開できる体制の整備を図っ

　ていく必要があります。

＊高齢化の進行を一因として、全国の救急出動件数は増加するとともに、緊急を要しない通報の増

　加が問題となっています。

❖基本的な方針
＊消防団車両などの装備の充実や企業連携消防団、機能別消防団員の確保を通じて、消防団の充

　実を図ります。

＊救急救命士の養成などを通じて、救急、救助技術の向上を図ります。

＊救命講習や防火教室などを通じて、住民の応急手当などの知識と理解を深めます。

＊学校での救急授業を実施し、子どもたちに心肺蘇生法などを教え、命の大切さや命を守ることの

　理解を深めます。

＊小児救急医療電話相談 (#8000) の活用促進など、救急車の適正な利用に向けた周知に努めます。

❖ 10 年後のまちの姿
＊消防・救急体制が強化され、安全安心のまちとなっています。

＊多くの人が消防団活動や防災訓練に参加し、防火意識や地域の消防力が高まっています。

＊子どもの頃から救急講習などを受け、救急車の適正な利用を含め、緊急時に住民自らが的確に

　対応できるまちになっています。

❖目標実現のための施策
1．消防団の充実

2．消防・救急体制の充実

❖施策に関する指標
重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　消防団員数 426 人
( 令和元年度 )

440 人
( 令和 5 年度 )

　住宅火災発生件数 5 件
( 平成 30 年 )

0 件
( 令和 5 年 )

　救命講習等受講者数 2,690 人
( 平成 30 年 )

3,000 人
( 令和 5 年 )

　【分野別計画】
　  地域防災計画、新型インフルエンザ等対策行動計画、国民保護計画、強靭化地域計画

第１章＊学校の防災教育の充実、住民の防災意識の高揚を図るとともに、全国で多発する災害の教訓を

　生かした取組を進めます。

＊ひょうご防災リーダーの育成とその活動を支援します。

＊老朽化し、地震や豪雨に対する安全性が低下しているため池に対し、ため池ハザードマップの作

　成や耐震診断を実施し、必要に応じた改修など、ハード面の対策を推進します。

＊耐震性の低い住宅の耐震化を支援します。

＊水田が持つ洪水緩和機能を人的に高める田んぼダムの設置など、地域の雨水貯留機能を高める

　取組を推進します。

＊狭あい道路対策事業を始めとした生活道路の整備促進により、防災力の向上を図ります。

❖ 10 年後のまちの姿
＊町防災訓練に加えて、各地区で防災訓練・避難訓練などが活発に行われ、地域で災害に迅速か

　つ的確に対応できる体制が構築されています。

＊町や消防署の出前講座等を活用して、地域住民、自主防災組織の自らの知識と技能を高めていま

   す。

＊住宅の耐震化が進み、震度 6 以上の災害が起きた場合においても、住宅倒壊による死傷者が出

　ないまちづくりが進んでいます。

＊老朽化したため池の整備が推進され、下流域への被害が回避されるとともに、ため池の雨水貯留

　機能により、浸水被害を低減するまちづくりが進んでいます。

＊狭あい道路 [ ★ ] が解消され、発災時の緊急車両の通行が可能になっています。

＊田んぼダムなど、地域に雨水貯留機能が整備され、市街地の浸水被害を回避するまちづくりが進

　んでいます。

❖目標実現のための施策
1．防災意識の醸成

2．防災訓練の充実

3．自主防災組織への支援

❖施策に関する指標
重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　避難行動要支援者登録者数 871 人
( 平成 30 年度 )

960 人
( 令和 5 年度 )

　たいし安全安心ネット登録者数 4,961 人
( 令和元年度 )

6,700 人
( 令和 5 年度 )

[ ★ ] 用語集参照
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❖施策に関する指標

(2) 交通安全対策の充実 【総合戦略の視点：人づくり・ 魅力づくり・ 安心づくり】

❖現状と課題
＊自動車が日常の移動手段として大きな役割を果たしており、交通事故対策は重要な課題となって

　います。

＊高齢者や子どもなどの交通弱者への対策が喫緊の課題となり、住民の交通安全意識を高めるこ

　とに加え、交通事故の発生しにくい環境整備が求められています。

＊高齢者の事故が増加し、交通事故の多くを高齢者の事故が占めています。免許自主返納制度の

　周知を図るなど、高齢者の交通事故を減少させる取組が必要となっています。

❖基本的な方針
＊交通安全に対する住民意識の高揚を図るため、警察など関係機関と連携し、交通安全教育や広

　報啓発活動に取り組みます。

＊小学生や高齢者など年齢層に応じた交通安全教室を開催します。

＊交通の安全を確保する必要がある生活に身近な町道などを中心に、カーブミラーの設置などによ

　り、安全で快適な歩行空間の整備や円滑な自動車交通の確保を図ります。

❖ 10 年後のまちの姿
＊住民が交通ルールを正しく理解し守るとともに、交通事故が起こりにくい環境づくりが整えられ、

　事故の起こりにくいまちになっています。

＊安全で快適な歩行空間の整備が進むとともに、安全で円滑な交通ネットワークが整備され、交通

　事故のないまちになっています。

重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　犯罪認知件数 228 件
( 平成 30 年 )

200 件
( 令和 5 年 )

　防犯グループ結成数 47 グループ
( 平成 30 年度 )

50 グループ
( 令和 5 年度 )

　満足度：防犯対策、防犯活動の取組 ※ 83.8 ％
( 平成 30 年度 )

85.8 ％
( 令和 5 年度 )

※ 住民アンケート [ ★ ] において普通以上を選択した人の割合

第１章　2．防犯・交通安全対策の充実

(1) 防犯対策の充実 【総合戦略の視点：人づくり・ 魅力づくり・ 安心づくり】

❖現状と課題
＊振り込め詐欺などの特殊詐欺事件の増加や不審者による子どもへの声かけ事案が発生するなど、

　安全・安心な暮らしを確保していくための取組が重要になっています。

＊犯罪の広域化や凶悪化、低年齢化の進行に加え、生活に身近な場所で起きる犯罪が増加してい

　るため、「自らの安全は自ら守る」という住民一人ひとりの防犯意識を高めることが必要です。

❖基本的な方針
＊広報やホームページ、SNS[ ★ ] などにより、犯罪の発生や危険を周知し、住民の防犯意識の高揚

　を図ります。

＊防犯協会や防犯委員、地域の防犯グループ、警察などの連携による防犯活動を促進します。

＊住民の夜間における歩行などの安全を確保するため、防犯灯や防犯カメラの設置および維持管理

　を支援します。

❖ 10 年後のまちの姿
＊防犯協会や防犯委員、地域の防犯グループなどの活動が強化・活発化し、自主防犯体制が確立

　されています。

＊防犯思想の普及や犯罪の機会を与えない防犯環境を整備することにより、犯罪のない安全安心の

　まちづくりが推進されています。

＊安全な地域づくりに向けて自主的な活動が活発となり、地域での見守りや支え合いの体制が形成

　されています。

＊防犯灯や防犯カメラの設置、地域ぐるみの防犯パトロールなどを実施することにより、防犯環境

　が整備されています。

❖目標実現のための施策
1．防犯活動の推進

2．防犯環境の充実

[ ★ ] 用語集参照
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❖目標実現のための施策
1．ごみの減量化・資源化

2．環境意識の啓発

❖施策に関する指標
重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　消費相談件数 237 件
( 平成 30 年度 )

280 件
( 令和 5 年度 )

　消費に関する講座等への参加人数 1,347 人
( 平成 30 年度 )

1,500 人
( 令和 5 年度 )

第１章❖目標実現のための施策
1．交通安全活動の推進

2．交通環境の整備

❖施策に関する指標

(3) 消費者支援の充実 【総合戦略の視点：人づくり・  安心づくり】

❖現状と課題
＊消費生活に関する相談件数は増加傾向にあり、町に消費生活相談員を設置し、その相談にあたっ

　ています。

＊出前講座や講演会などを通じて、消費者意識の醸成に努めています。

＊本格的な超高齢社会を迎える中、高齢者を狙った詐欺被害などが増加傾向にあります。また、イ

　ンターネット取引に関するトラブルや多重債務に関する相談が増加しています。

❖基本的な方針
＊消費者トラブルを未然に防ぐとともに、消費生活において住民が自主的かつ合理的に行動できる

　よう、広報啓発活動の充実により、消費者意識の醸成を図ります。

＊消費者トラブルに遭った住民の相談体制の充実や生活再建の支援に取り組みます。

❖ 10 年後のまちの姿
＊消費生活相談員による相談対応と適切な情報提供に努めることにより、住民の消費者意識が向

　上し、主体的かつ合理的な判断のもと、行動しています。

＊高齢者を狙った詐欺対策に重点を置いたＰＲ活動を行うことで詐欺被害が減少しています。

＊多重債務問題など、住民が消費生活に関する問題に直面したとき、安心して相談でき、必要な支

　援を受けられる体制が整備されています。

[ ★ ] 用語集参照

重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　満足度：交通安全の取組 ※ 81.7 %
( 平成 30 年度 )

83.7 %
( 令和 5 年度 )

　交通事故発生件数 ( 人身 ) 186 件
( 平成 30 年 )

160 件
( 令和 5 年 )

　免許返納制度利用者数 94 人
( 平成 30 年 )

120 人
( 令和 5 年 )

※ 住民アンケート [ ★ ] において普通以上を選択した人の割合
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❖目標実現のための施策
1．消費者意識の醸成

2．相談体制の充実

❖施策に関する指標
重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　リサイクル率 23.0 ％
( 平成 30 年度 )

27.0 ％
( 令和 5 年度 )

　不法投棄通報対応件数 17 件
( 平成 30 年度 )

13 件
( 令和 5 年度 )

　【分野別計画】
　  一般廃棄物処理基本計画、公共施設地球温暖化防止実行計画

第１章　３．環境保全活動の推進

(1) 循環型社会の推進 【総合戦略の視点：人づくり・魅力づくり・しごとづくり】

❖現状と課題
＊国においては、平成 30 年 4 月に「第五次環境基本計画」を閣議決定し、SDGs の考え方を踏ま

　えた企業、自治体、住民などの多様な主体のパートナーシップの強化による、環境・経済・社会

　の統合的向上に向けた取り組みを進めています。

＊低炭素で環境に負荷をかけない持続可能な社会を構築していくため、従来の大量生産や大量消

　費、大量廃棄の社会経済活動のあり方を見直し、住民、事業者、行政の協働による循環型社会

　づくりに取り組んでいくことが必要とされています。

＊ごみを出さないリデュース、物を繰り返し使うリユース、資源の再利用を図るリサイクル (3R 活動 )

　の推進など、ごみの発生と排出抑制に取り組んでいます。

＊不法投棄防止やごみの分別を徹底するとともに、安定した収集運搬体制の維持に努めています。

＊次世代を担う子どもたちへの学校や家庭での環境学習を推進するとともに、地域の環境活動を進

　め、環境配慮行動の普及を図っています。

❖基本的な方針
＊低炭素社会の構築に向け、再生可能エネルギーの利用を推進するとともに、省エネルギーの推進  

   を図るなど、低炭素型のライフスタイルの定着に取り組みます。

＊地球環境、経済、社会の課題解決につながるよう、地球温暖化対策の推進に向けた取組の普及

　啓発に取り組みます。

＊住民、事業者それぞれが 3Ｒ活動を促進するとともに、収集・処理方法の充実を図り、ごみの減

　量化や資源化を推進します。

＊不法投棄の監視や指導、意識啓発の強化などにより、一層の適正処理を促進します。

❖ 10 年後のまちの姿
＊ごみ問題に対する意識が高まり、分別やリサイクル、減量化が進み、ごみが減少しています。

＊不法投棄がなく、良好な生活環境が保たれています。

＊公共施設に太陽光発電設備を設置するとともに、住民や事業者などへの太陽光発電設備などの

　普及に努め、再生可能エネルギーの活用が図られています。

＊ごみの減量と資源化がより一層進むとともに、集団資源回収や分別収集、食品ロス削減に向けた

　取り組みが地域に根付いています。

＊出前講座などを通して住民の『もったいないの心』が醸成されています。
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❖目標実現のための施策
1．健康づくりへの支援

2．健康づくり事業の推進

❖施策に関する指標

(2) 保健・医療サービスの充実  【総合戦略の視点：人づくり・ 安心づくり】

❖現状と課題
＊妊娠 ･ 出産 ･ 子育てにおいて、こころや体、養育環境など何らかの問題を抱える妊産婦が増えて

　おり、安心して出産や子育てができるように、関係機関と連携し、妊娠から出産、子育てまでの

　切れ目ない支援体制を強化することが必要です。

＊発達障害が広く認知されるようになり、早期発見や幼少期からの適切な支援の充実などが求めら

　れています。

＊住民が感染症の予防や早期発見に努めることができるよう、感染症に対する正しい知識の普及啓

　発を進めるとともに、必要な予防接種が安全に受けられるよう体制整備を図り、各種予防接種の

　接種率を維持することが必要となっています。

＊生活習慣病の予防や早期発見、治療のため、健康診査および検診の受診率向上を図ることが必

　要です。

❖基本的な方針
＊子育て世代包括支援センター「ひだまり」における出産・育児に係る支援体制を充実させ、総合

　的な母子保健体制を強化します。

＊発達課題のある乳幼児とその家族について、就学後を見据えた必要な支援・相談を受けることが

　できるよう、保健と福祉、保育園、幼稚園などの関係機関の連携体制を強化します。

＊不妊に悩む人への支援の強化や妊娠、出産時における妊婦の支援強化に取り組みます。

重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　住民の健康寿命（県数値：5 年ごとに公表）
男 79.42 歳
女 83.74 歳

( 平成 27 年度 )

男 80.80 歳
女 84.38 歳
( 令和 2 年度 )

　メタボリックシンドローム予備群および該当
　者の割合（40 ～ 74 歳の町国保加入者対象）

26.6 ％
( 平成 29 年度 )

25.8 ％
( 令和 5 年度 )

　【分野別計画】
　 地域保健推進計画、食育推進計画

Plan４
元気で笑顔のまち ( 健康・福祉 )　　

第１章　1．健康づくり・医療の充実

(1) こころと体の健康づくりの推進  【総合戦略の視点：人づくり・ 安心づくり】

❖現状と課題
＊こころの健康相談や食育などに関する各種教室、講演会の開催のほか広報紙・町ホームページを

　活用した健康に関する情報提供により健康意識の醸成が進んできています。

＊仲間や家族とのウォーキングやランニングを楽しむ人が町の中で多く見られ、また、町民体育館

　や総合公園、民間スポーツクラブなどの利用が活発化しています。

＊各種教室の参加者が、健康に対する関心が高い人に固定化する傾向が見受けられるため、健康

　に関心が低い住民の健康づくりへの関心を高めるための働きかけが必要となっています。

❖基本的な方針
＊生活習慣病の予防と重症化対策のため、健康教育・健康相談の充実に努めます。

＊健康づくりの推進を担うリーダーやグループを育成するとともに、健康づくりに関する広報啓発に

　努めます。

＊健康寿命の延伸をめざし、一人ひとりにあった健康行動の習慣化と地域ぐるみの健康づくりを推

　進します。

＊妊娠、新生児期から高齢期に至るまで生涯を通じた歯科保健活動および口腔ケアを推進します。

＊食を通して、こころと身体が元気になるよう、食育活動を推進します。

＊こころの健康を保ち、健やかな生活ができることを通して、自殺対策を推進します。

＊喫煙に関し、法令に基づいた受動喫煙防止対策を推進するとともに、住民への正しい知識の広報

　啓発に努めます。

❖ 10 年後のまちの姿

＊健康寿命が伸び、高齢者が地域で元気に活動しています。

＊健康づくりに対する意識が向上し、住民が率先してライフステージ [ ★ ] に合った健康診査や各種

　検診などを受けるとともに、食事や運動などの健康づくりに取り組んでいます。

＊住民が食に関する知識や食を選択する力を身につけ、毎日の食事を楽しみながら実践しています。

[ ★ ] 用語集参照
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(3) 保険制度の運営 【総合戦略の視点：人づくり・ 安心づくり】

❖現状と課題
＊国民皆保険制度の基盤である国民健康保険制度が抱える「年齢構成が高く医療費水準が高い」、

　「所得水準が低く保険料負担が重い」、「財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者が多

　い」といった構造的課題に対応し、制度の安定化を図るため、平成 30 年 4 月から県が市町村と

　ともに国民健康保険の財政運営を担っています。

＊高齢化や慢性疾患患者の増加、医学や医療技術の進歩、医療機関へのかかり方の問題などの要

　因により、国民健康保険の医療費は増加傾向が続いています。また、低所得者層の増加などに

　より、国民健康保険財政は厳しい状況が続いています。

＊ 75 歳以上の高齢者の医療費を国民全体で公平に支える制度として、平成 20 年 4 月から県単位

　での後期高齢者医療制度が開始されましたが、依然として医療費の増加傾向は続きその運営も厳

　しい状況にあります。

❖基本的な方針
＊兵庫県国民健康保険運営方針に基づき、国民健康保険の資格管理、保険給付、保険税率の決定、

　賦課徴収、保健事業などの地域におけるきめ細かい事業を推進します。

＊疾病の予防や早期発見、早期治療につなげるため各種健診事業を推進するとともに、適切に医

　療を受診するよう広報啓発を図ります。

＊国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の未納を防ぐための対策を引き続き推進します。

＊後発医薬品 ( ジェネリック医薬品 ) の使用促進や糖尿病性腎症の重症化予防などを通じた医療費

　の適正化を図り、安定的な制度の運営につなげます。

❖ 10 年後のまちの姿
＊いつでも適正な医療サービスを安心して受けることができ、被保険者の健康保持や増進、医療保

　険制度の安定的な運営が図られています。

＊将来にわたり安心して医療が受けられるよう、兵庫県国民健康保険団体連合会、兵庫県後期高

　齢者医療広域連合と連携し、国民健康保険および後期高齢者医療制度の財政運営を行っていま

　す。

❖目標実現のための施策
1．国民健康保険制度の適切な運営

2．後期高齢者医療制度の適切な運営

　【分野別計画】
　 地域保健推進計画、国民健康保険特定健康診査等実施計画、国民健康保険データヘルス計画

第１章＊若い年齢からの健康診査および検診を実施し、生活習慣病を早期に発見し、早期に治療を開始

　できる体制の充実を図ります。

＊感染症を予防するため、積極的な広報啓発などを行うとともに、予防接種の接種率向上を図りま

　す。

＊感染症や健康被害の発生時に迅速な対応ができるよう、保健所など関係機関と連携し、初動体

　制の構築を図ります。

＊「かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局」を持つ人を増やし、病状に応じて適正な

　医療が安心して受けられる体制を構築します。

＊救急医療体制や感染症対策、災害医療体制の充実を図るため、関係機関、周辺自治体などとの

　連携を推進します。

＊夜間や休日の適正な医療機関の受診を推進するため、住民への情報提供や広報啓発を行います。

❖ 10 年後のまちの姿
＊子育て世代包括支援センター「ひだまり」の支援体制が強化され、安心して妊娠や出産、育児を

　行えるまちになっています。

＊健康診査および検診の受診が促進され、生活習慣病などの予防や早期治療につながっています。

＊乳幼児から高齢者まですべての住民が必要な予防接種を受けています。

＊日常的な医療サービスを受けられる身近な「かかりつけ医・歯科医・薬局」を住民一人ひとりが持

　つとともに、休日や夜間、子どもの急病など、緊急時に対応できる医療体制が整っています。

＊兵庫県や周辺自治体、関係機関との連携が強化され、広域救急医療体制が構築されています。

❖目標実現のための施策

1．母子保健対策の充実

2．疾病予防対策の推進

3．地域医療・救急医療体制の充実

❖施策に関する指標

[ ★ ] 用語集参照

重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　乳幼児健康診査の受診率 99.3 %
( 平成 30 年度 )

99.6 %
( 令和 5 年度 )

　患者千人あたりの糖尿病性腎症有病者数
　（40 ～ 74 歳の町国保加入者対象）

13.4 人
( 平成 30 年度 )

12.9 人
( 令和 5 年度 )

　満足度：地域医療の体制 ※ 77.3 %
( 平成 30 年度 )

80.3 %
( 令和 5 年度 )

※ 住民アンケート [ ★ ] において普通以上を選択した人
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　２．高齢者・障害者福祉の充実

(1) 地域包括ケアの充実 【総合戦略の視点：人づくり・魅力づくり・安心づくり】

❖現状と課題
＊介護が必要になっても可能な限り住み慣れた地域で継続して生活できるよう、医療・介護・予防・

　住まい・生活支援が一体的に提供できる地域包括ケアシステム [ ★ ] を構築していくことが必要と

　なっています。

＊社会構造の変化に伴い、高齢者の相談内容は多種多様となっており、また、対応が複雑化する事

　例も増えています。相談内容を的確に把握し、適切な対応を図ることが必要です。

＊団塊の世代が多い太子町では、団塊の世代が 75 歳を迎える令和 7(2025) 年に介護、高齢者の

　課題が多く発生することが予測されています。

＊認知症に対する理解不足や介護知識の不足、経済的な問題などにより、全国的に高齢者に対す

　る虐待が増加し、虐待の予防や早期発見、迅速な対応が求められています。

＊認知症高齢者の増加から、判断能力が不十分となった場合でも本人を保護し権利が守られるよう

　に支援する体制づくりが求められています。

❖基本的な方針
＊高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心して過ごすことができるよう、地域包括ケアシステム[★]
　を構築・強化するとともに、高齢者の生活支援や介護家族への支援など、在宅福祉サービスを充

　実していきます。

＊地域密着型サービスの充実や介護人材の確保と資質の向上を図るとともに、介護保険制度の適正

　な運営に努めます。

＊成年後見制度の周知や市民後見人の育成など、判断能力が不十分となった場合にも高齢者の権利

　を守る仕組み・体制づくりに取り組みます。

＊認知症サポーターの養成や高齢者等見守りネットワークの構築などを通じて認知症の早期診断・

　早期対応の取組を推進します。また、認知症に対する理解を深めるための広報啓発を積極的に

　行うとともに、オレンジカフェなどを通じて介護する家族への支援の充実を図り、住民や地域、　

　企業と協働して認知症高齢者を守ります。

❖ 10 年後のまちの姿
＊高齢者が住み慣れた地域のなかで、健康を保ちながら、自立して暮らすことができています。

＊高齢者が求める適正・適切な介護サービスが提供され、介護が必要な状態になっても住み慣れた

　地域で安心して暮らしています。

　【分野別計画】
　 ひまわりプラン（老人保健福祉計画及び介護保険事業計画）、地域保健推進計画

第１章❖施策に関する指標
重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　被保険者一人あたりの医療費
　（療養の給付、療養費）

379,493 円
( 平成 30 年度 )

379,000 円
( 令和 5 年度 )

　国民健康保険税徴収率 92.3 %
( 平成 30 年度 )

95.3 %
( 令和 5 年度 )

[ ★ ] 用語集参照
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　入れた住民主体の通いの場を創出するなど、介護予防と生きがいづくりを推進します。

＊加齢による筋力や認知機能、社会とのつながりなど心身の活力が低下した状態 ( フレイル ) を支え

　るため、保健部門、保険部門、高齢者福祉部門が連携し、高齢者の栄養 ( 食・口腔機能 )、運動、

　社会参加を進めていきます。

❖ 10 年後のまちの姿
＊高齢者が社会参加などを通じて、様々な介護予防・フレイル ( 虚弱 ) 予防、生きがい対策に取り

　組むことにより、生きがいを持ち、健康を維持しながら毎日を地域で過ごしています。

＊高齢者が培ってきた知識や経験を生かして、さまざまな場面でまちづくりの担い手として活躍して

　います。

＊自治会活動や老人クラブ活動、趣味活動など、高齢者の地域コミュニティへの参加が活発化し、

　支える側、支えられる側という画一的な関係だけでなく、高齢者一人ひとりが地域で役割を持ち、

　互いに支え合いながら自分らしく活躍できるまちになっています。

❖目標実現のための施策
1．地域づくりへの参画

2．高齢者の社会参加・就労支援の促進

❖施策に関する指標

(3) 障害者の自立支援の促進 【総合戦略の視点：人づくり・安心づくり・しごとづくり】

❖現状と課題
＊障害ニーズに応じた適切な支援を提供する仕組みや相談支援体制の充実が求められています。

＊障害者差別解消法に基づく合理的な配慮の浸透など、地域における障害者への理解の促進が必

　要となっています。

＊障害者の地域における交流の促進や就労支援、移動の支援など、障害者の社会参加のための施

　策の強化が求められています。

重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　いきいき百歳体操登録人数 1,077 人
( 平成 30 年度 )

1,400 人
( 令和 5 年度 )

　満足度：高齢者のための福祉 ※ 83.7 %
( 平成 30 年度 )

85.7 %
( 令和 5 年度 )

※ 住民アンケート [ ★ ] において普通以上を選択した人

　【分野別計画】
　 ひまわりプラン ( 老人保健福祉計画及び介護保険事業計画）、障害福祉計画、障害者計画、障害児福祉計画

第１章＊認知症を正しく理解するための広報啓発を通して、地域で見守り支援できる住民や企業が増加し

　ています。

＊認知症の早期診断・早期対応のためのサポート体制を構築することにより、認知症高齢者とその

　家族が地域で安心して生活しています。

❖目標実現のための施策
1．介護予防・介護保険サービスの充実

2．認知症高齢者等の支援体制の充実

3．高齢者を支える人材の育成

❖施策に関する指標

(2) 高齢者の社会参加の促進 【総合戦略の視点：人づくり・安心づくり・しごとづくり】

❖現状と課題
＊団塊の世代が 65 歳以上となり、介護や支援を必要としない高齢者が活躍する場として就労やボ  

　ランティア活動の機会をこれまで以上に充実させるなど、社会参加を通じて健康寿命を延ばして

　いく取組が求められています。

＊高齢者の仲間づくり、生きがいづくりの場である老人クラブを休止 ( 解散 ) する地域が増加してい

　ます。

＊高齢者に職業を紹介するシルバー人材センターの登録者が減少傾向となっています。

❖基本的な方針
＊高齢者が健康で生きがいを持って暮らし続けられるよう、公民館での各種教養講座の開催、高齢

　者スポーツの促進、老人クラブ活動への支援、シルバー人材センターとの連携などを通じて、生

　きがいづくりや健康づくりを促進します。

＊高齢者が要支援・要介護状態となることを予防するとともに、住み慣れた地域の中に運動を取り

重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　介護予防教室参加者数 368 人
( 平成 30 年度 )

550 人
( 令和 5 年度 )

　認知症サポーター養成講座受講者数 4,242 人
( 平成 30 年度：累計 )

6,900 人
( 令和 5 年度：累計 )

　地域包括支援センター相談件数 2,495 件
( 平成 30 年度 )

4,600 件
( 令和 5 年度 )

[ ★ ] 用語集参照
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　３．地域福祉の充実

(1) 住民意識の醸成 【総合戦略の視点：人づくり・魅力づくり・安心づくり・しごとづくり】

❖現状と課題
＊地域における人間関係の希薄化や高齢化が進行するとともに、認知症高齢者や一人暮らし高齢者、

　障害者など支援を必要とする人が増加しています。

＊地域福祉を担う人材の確保をはじめ、自治会や社会福祉協議会と連携した住民主体の地域福祉

　の推進や支援を必要とする人を地域で支え合う仕組み・体制の構築が求められています。

＊超高齢社会において、今後も災害時避難行動要支援者が増加していくと見込まれています。災害

　の発生初期に安否確認などを地域で行う体制づくり、地域づくりが求められています。

＊女性や子ども、高齢者、障害者、性的少数者など、さまざまな人権問題が存在し、一人ひとりの

　人権意識の確立・向上に向けた広報啓発の強化および学習機会の提供が求められています。

＊ SNS[ ★ ] やインターネットなどによる人権侵害の広がりが指摘されています。

＊性別役割分担意識が根強く残っているため、自らの意思によって個性と能力を十分に発揮できる

　男女共同参画社会づくりが求められています。

＊町内の外国人住民が増加傾向にあり、住民の国際理解を促す取組や外国人住民の日本語や日本

　文化の習得と文化交流の機会が求められています。

＊国籍や文化的なルーツに関わらず、ともに暮らすことのできる、多文化共生 [ ★ ] のまちづくりを

　進めていくことが求められています。

❖基本的な方針
＊地域福祉に対する住民意識を高めるため、学校園や自治会、老人クラブなどへの出前講座を通じ

　て、広報啓発や福祉教育に取り組みます。

＊地域福祉の中心的な役割を担う社会福祉協議会と連携し、地域福祉推進体制の充実を図ります。

＊性別や年齢、障害の有無といった個々の属性や置かれた状況にかかわらず、一人ひとりが自立し、

　お互いの人権を尊重し合い、個性と能力を充分発揮できるまちづくりを推進します。

＊一人ひとりが、性別や年齢にかかわらず仕事と生活の調和がとれた豊かな暮らしを送ることができ

　るよう、家庭や職場、地域における男女共同参画意識の醸成を図ります。

＊ライフスタイルに合わせた「生むこと・育てること」の支援を提供するとともに、従来の男女の固

　定的な役割分担や就業の考え方を変え、互いを尊重できる住民意識の醸成に取り組みます。

＊男女共同参画プランに基づき、フォーラムの開催や広報活動などを通じた広報啓発など、男女共

　同参画社会の実現に向けた総合的かつ計画的な取組を推進します。

　【分野別計画】
　 障害福祉計画、障害者計画、障害児福祉計画、男女共同参画プラン、自殺対策計画

第１章❖基本的な方針
＊障害者が自らの意思により必要とするサービスを適切に選択できるよう相談支援体制の充実を図

　ります。

＊障害者の在宅生活を支援するサービスや日中活動の場、住まいなどが適切に提供できるよう障害

　福祉サービスの充実を図ります。

＊障害者が差別や権利の侵害を受けることがないよう、成年後見制度などの権利擁護に関する制度

　利用について広報啓発を強化するとともに、障害者やその家族、介助者などからの相談をはじめ、

　虐待や権利擁護などに適切に対応できるよう、関係機関との連携を強化します。

＊地域との交流機会の充実や障害者団体の活動支援、公共施設などを中心としたバリアフリー化の

　推進により、障害者の社会参加を促進します。

＊障害者が能力や適性に応じて働くことができるよう、企業や関係機関と連携しながら就労活動を

　支援します。

＊グループホームや賃貸住宅、自宅など、障害者が希望する場所で生活できるよう支援します。

❖ 10 年後のまちの姿
＊相談支援体制の充実により障害者一人ひとりに合った適切な支援への橋渡しが行われています。

＊障害者やその家族が、地域の中で必要なサービスを利用して、仕事や生きがいを持つことができ、

　充実した毎日を送っています。

＊地域での障害者への理解が進み、障害のある人とない人が同じ地域に住む仲間として理解し合う

　まちになっています。

＊障害者が地域で安心して暮らしていけるよう、災害発生時においても、生命・身体の安全確保が

　図られる地域の支援体制が構築されています。

❖目標実現のための施策
1．障害者の生活支援の充実

2．障害者の社会参加・就労支援の促進

❖施策に関する指標
重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　満足度：障害者のための福祉 ※ 82.4 %
( 平成 30 年度 )

84.4 %
( 令和 5 年度 )

　相談支援事業所数 2 箇所
( 令和元年度 )

3 箇所
( 令和 5 年度 )

　障害者グループホーム事業所数 １箇所
( 令和元年度 )

2 箇所
( 令和 5 年度 )

※ 住民アンケート [ ★ ] において普通以上を選択した人

[ ★ ] 用語集参照
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(2) 支え合い体制の確立 【総合戦略の視点：人づくり・魅力づくり・安心づくり】

❖現状と課題
＊家族や地域におけるつながりが希薄になっているため、住民誰もが住み慣れた地域で安心して暮

　らしていけるよう、地域福祉を推進することが必要となっています。

＊少子高齢化の進行に伴い、地域の担い手不足が見込まれており、住民一人ひとりが地域福祉の担

　い手として活動する環境が求められています。

＊親の子育てに対する不安や負担感などから児童虐待の増加が懸念されています。児童虐待の相

　談件数は、年々増加傾向にあるため、関係機関相互の連携、協力のもと、適切な相談体制の充

　実を図ることが求められています。

＊全国的な課題として、成人年齢を超えても社会にうまく適応できないなど、生きづらさを抱えた若

　者が多く見られるようになり、ひきこもりやニートが社会課題となっています。

＊ひきこもりは、本人や家族にとって精神的・経済的負担となるだけでなく、将来における労働力の

　減少や社会的負担の増大につながる恐れがあることから、自立と社会参加に向けた支援が必要と

　なっています。

❖基本的な方針
＊住み慣れた地域の中で、障害の有無や年齢に関係なく個人が尊重され、いきいきと暮らせるまち

　の実現に向け、地域での支え合い活動を推進します。

＊支援を必要とする人が適切にサービスを利用できるよう、ボランティアなどのサービスの提供体制

　の充実を図り、誰もがいきいきと暮らせる環境を創出します。

＊災害時避難行動要支援者に対する支援体制を整備するとともに、企業などと連携した高齢者や障

　害者の見守り活動を促進します。

＊地域で孤立している生活困窮者やひきこもりを早期発見し、必要な支援につなげるため、関係機

　関と連携した相談支援体制を構築します。

＊将来的なひきこもりにつながるとされている、児童・生徒の不登校を解消するために、関係機関

　と連携したアセスメントや支援を強化するとともに、不登校児童・生徒への学習支援を推進します。

＊児童相談所全国共通ダイヤル 189( いちはやく) の広報啓発や社会福祉協議会や民生委員児童委

　員のネットワーク機能の強化など、児童虐待や高齢者虐待を防ぐための取組を推進します。

＊保育サービスをはじめとする子育て支援の充実を図り、女性の社会進出を促進する環境づくりを

　進めます。

❖ 10 年後のまちの姿
＊社会福祉協議会を中核とした各種福祉団体・自治会・ボランティア団体・民生委員児童委員など

　のネットワーク機能を強化することにより、地域福祉の推進体制が充実しています。

　【分野別計画】
　 男女共同参画プラン、子ども子育て支援計画、自殺対策計画、地域防災計画

第１章＊外国人住民の就労や就学を支援するとともに、外国人住民が地域で孤立せず、共生できるよう、

　通訳や翻訳、地域交流のサポートなどを行うボランティアの育成と環境整備を進めます。

＊外国人住民が快適に暮らすことのできる共生のまちづくりの推進を図るため、外国語による行政

　情報の提供や外国人住民に対する生活支援の充実を図ります。

❖ 10 年後のまちの姿
＊全ての住民が互いにいたわりの気持ちを持ち、地域におけるボランティアやＮＰＯなどによる福祉

　活動が活発に展開されています。

＊男女が社会の対等な構成員として、性別にかかわらず個性と能力を発揮・参画する機会が確保さ

　れています。

＊住民と外国人住民がさまざまな交流を通じて、国籍や文化的なルーツに関わらず、互いを知り、

　認め合うことで暮らしやすいまちとなっています。

＊外国の文化や習慣などについての国際理解が町全体に広がり、外国人住民が快適に暮らすことの

　できるまちになっています。

＊豊かなこころを育み、いきいきとしたコミュニティを醸成していくために、世代や地域、国籍など

　を超えて、お互いを認め尊重し合いながら、多様な交流・連携が行われています。

❖目標実現のための施策
1．支え合い意識の醸成

2．人権意識の向上

3．男女共同参画意識の醸成

4．多文化共生の推進

❖施策に関する指標
重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　人権大会等への参加人数 1,360 人
( 平成 30 年度 )

1,500 人
( 令和 5 年度 )

　審議会等の委員総数に占める女性の割合 20.7 ％
( 平成 30 年度 )

30.0 ％
( 令和 5 年度 )

　日本語学習、交流ができる教室等の開催回数 58 回 / 年
( 平成 30 年度 )

80 回 / 年
( 令和 5 年度 )
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　【分野別計画】
　 男女共同参画プラン、子ども子育て支援計画、自殺対策計画、地域防災計画

第１章＊社会的弱者に対する虐待防止に向け、広報啓発や相談窓口の充実を図るとともに、福祉サービス

　の提供が適正に行われるよう、サービス利用者の相談・苦情処理体制が充実しています。

＊福祉や保健、医療、介護、教育などの連携により、住民が抱える生活課題を地域で解決できる

　体制が整い、一人ひとりが安心して生活できる社会が形成されています。

＊子どもや若者が地域の中で支えられる中で自己を確立するとともに、社会との関わりを自覚しなが

　ら健やかに成長し、多様な他者と協働しながら社会を担っています。

＊地域や家庭、職場などのさまざまな場面で、男女ともに家事や育児 ･ 仕事などの役割を担っており、

　男女がお互いを尊重し、誰もが意欲や希望に応じて自分らしく活躍することができるまちとなって

　います。

❖目標実現のための施策

1．地域福祉活動の推進

2．児童虐待予防・高齢者虐待予防の推進

❖施策に関する指標

重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　民生委員児童委員相談・支援件数 835 件
( 平成 30 年度 )

1,200 件
( 令和 5 年度 )
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＊都市計画マスタープランに基づいた土地利用を推進することにより、町の将来像を見据えた適正

　な土地利用が進んでいます。

＊新たな産業や企業が増えることで雇用が確保され、地域産業、地域経済が活性化しています。

＊幹線道路沿道などの用途地域の見直しの検討を進めることにより、適正な都市機能と良好な都市

　環境形成に向けた意識の共有が図られています。

＊まちの玄関口の整備やまちの回遊性の向上により、来町者が増え、まちににぎわいが創出されて

　います。

＊建築物や市街地が周辺環境と調和し、快適に暮らすことができる生活環境が整備されています。

　また、地域それぞれに特色ある市街地が形成されています。

＊地籍調査が進み、円滑な土地利用が図られています。

＊総合公園が完成し、スポーツ・交流拠点としての機能に加え、広域的な利用による地域のにぎわ

　い創出拠点になっています。

❖目標実現のための施策

1．集約と連携による立地の適正化

2．良好な都市景観の形成

3．公園の整備・管理

❖施策に関する指標

(2) 交通ネットワークの整備  【総合戦略の視点：魅力づくり・安心づくり・しごとづくり】

❖現状と課題
＊JR 網干駅および太子・竜野バイパス、山陽自動車道など、自動車や鉄道での町外、特に京阪神

　へのアクセスの利便性は確保されていますが、町内の公共交通機関や移動手段の確保が求められ

　ています。

重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　満足度：まち全体の景観、雰囲気 ※ 90.2 ％
( 平成 30 年度 )

91.2 ％
( 令和 5 年度 )

　一人当たりの公園面積 4.5㎡ / 人
( 平成 30 年度 )

6.0 ㎡ / 人
( 令和 5 年度 )

※ 住民アンケート [ ★ ] において普通以上を選択した人

　【分野別計画】
　都市計画マスタープラン、立地適正化計画、都市再生整備計画、社会資本総合整備計画、
　農業振興地域整備計画、総合公園基本計画、道路橋長寿命化修繕計画、自転車ネットワーク計画 

Plan５
快適で持続するまち ( 都市機能・行政基盤 )　　

第１章　1．都市機能の整備促進

(1) 計画的な土地利用の推進  【総合戦略の視点：人づくり・魅力づくり・安心づくり・しごとづくり】

❖現状と課題
＊聖徳太子ゆかりの歴史文化が色づくこの地に今なお遺されている、当時を伝える条里制の景観や

　豊かな田園景観が町固有の財産として継承されています。

＊市街地開発が進み戸建て住宅が増える一方で、中心地の拠点性の回復や農村環境の維持、集落

　内のコミュニティ維持、空き家対策が課題となっています。

＊地域産業の衰退による地域経済の低迷が懸念されています。

＊幹線道路の整備が進められていく中で、より高度な沿道の土地利用が求められています。また、　

　JR 網干駅や太子・竜野バイパスインター周辺のまちの玄関口としてふさわしい土地利用が求めら

　れています。

＊地籍調査のさらなる推進が求められています。

＊総合公園の早期完成が求められています。

❖基本的な方針
＊町の持つ魅力を広報啓発し、企業などとの事業連携を図りながら、景観の保全と形成に向けた住

　民意識の高揚を図ります。

＊快適で潤いのある生活空間を確保するため、地域の特色を生かした市街地の整備を図るとともに、

　街並みに調和した良好な景観の形成を促進します。

＊地域の特性や環境に合った企業誘致を行い、雇用の拡充や地域経済の向上を図ります。

＊商業や歴史、文化、スポーツなど、地域の特性に合わせた多様な都市機能の集約を図るとともに、

　まちの回遊性を向上させます。

＊まちの玄関口の土地利用を進めることにより、人を呼び込むとともに、安全で便利な生活圏を整

　備し、町内外への魅力発信やにぎわいの創出を図ります。

＊計画的に地籍調査を実施することにより、土地利用の円滑化を図ります。

＊誰もが安全で安心して利用できる公園を整備し、多様な用途を含めた利用促進を図ります。

❖ 10 年後のまちの姿

＊街並みや景観などの修景によって統一感のある、歩いてみたいまちになっています。
[ ★ ] 用語集参照
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❖目標実現のための施策
1．道路環境の整備

2．公共交通網の整備

❖施策に関する指標

(3) 上下水道の整備・維持管理  【総合戦略の視点：魅力づくり・安心づくり】

❖現状と課題
＊町内のほぼ全域で上水道・下水道が整備されていますが、老朽化対策の必要な施設や管路など

　が増加しています。

＊人口動態や節水型機器の普及、節水意識の高まりなどにより、今後は使用水量・処理水量の減少、

　収益の低下が見込まれます。

＊宅地開発に伴う農地などの減少で土地の保水力が低下しているため、豪雨などによる浸水被害や

　不明水対策に取り組む必要があります。

＊安全で安心な水道事業の継続にあたり、町職員の技術継承が求められています。

❖基本的な方針
＊施設・管路などの計画的な更新や補修による長寿命化などの維持管理・防災対策に努め、水道

　水の安定供給と排水処理に取り組みます。

＊水需要に応じた経営資源の効率的な配分や施設配置の見直しなどに取り組み、持続可能な事業

　運営に努めます。

❖ 10 年後のまちの姿
＊安全で安心な水の供給が持続し、生活排水や雨水排水が安定的に処理されることで、日々の暮ら

　しに溶け込んだ無意識の快適さを感じることができる生活環境の整ったまちとなっています。

重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　満足度：車利用の際の道路の整備状況 ※ 81.0 ％
( 平成 30 年度 )

83.0 ％
( 令和 5 年度 )

　満足度：公共交通 ( 電車やバス ) の利便性 ※ 43.9 ％
( 平成 30 年度 )

46.9 ％
( 令和 5 年度 )

　都市計画道路の進捗率 71.2 ％
( 平成 30 年度 )

74.0 ％
( 令和 5 年度 )

※ 住民アンケート [ ★ ] において普通以上を選択した人

　【分野別計画】
　都市計画マスタープラン、都市再生整備計画、社会資本総合整備計画、道路橋長寿命化修繕計画、
　自転車ネットワーク計画 、水道ビジョン、上下水道事業経営戦略、下水道事業ストックマネジメント

第１章＊都市計画道路である揖保線や龍野線などの新たな幹線道路の整備が進められていく一方で、生

　活道路内の通過交通の急激な増加への対策が重要となっています。また、未整備の都市計画道

　路の早期着手が求められています。

＊歩道 ･ 自転車道の整備などにより、歩行者や自転車利用者の安心・安全を確保する必要があります。

＊超高齢社会の進行、運転免許自主返納者の増加などにより、高齢者などの交通弱者の交通への

　ニーズが高まっています。

＊住民や公共交通事業者、関係機関などと協働し、持続可能な地域公共交通網の形成を推進する

　ことが求められています。

＊就労世代の減少や少子化に伴う輸送人員減少、また、運転手不足などにより、民間交通事業者

　を取り巻く環境が厳しくなっています。

❖基本的な方針
＊高齢者や障害者、妊婦、ベビーカー利用者、自転車利用者などが安心して移動できるまちとなる

　よう歩道や生活道路の整備を進めます。

＊ウォーキングやジョギング、サイクリングなど、まち歩きを楽しむ人の利便性の向上のため、街角

　のトイレ環境を整備します。

＊狭あい道路 [ ★ ] の拡幅整備などにより、外出しやすい環境と渋滞対策に取り組みます。

＊交通ネットワークの構築に向け、未整備となっている都市計画道路の早期事業着手に取り組みま

　す。

＊ＪＲ網干駅をまちの玄関口として位置付け、利便性向上のため、姫路市などと連携し、ＪＲ網干駅

　周辺の環境整備を推進します。

＊交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、交通事業者や地域住民との協議・連携

　のもと、地域の実情に応じた公共交通、公共交通網を検討し、持続可能な地域公共交通を推進

　します。

❖ 10 年後のまちの姿
＊高齢者や障害者、妊婦、ベビーカー利用者、自転車利用者など、誰もが安心して移動できるよう、

　道路や歩道が整備されています。

＊幹線道路の交通渋滞が緩和され、生活道路内の通過交通も緩和されています。

＊都市計画道路の整備により、交通ネットワーク構築と経済活動の強化が図られています。

＊公共交通の利便性向上や安心して移動することができる道路の整備、緑や四季を感じることがで

　きる景観形成により、「外出しやすいまち」「歩くことが楽しいまち」となっています。

[ ★ ] 用語集参照
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　２．行政基盤の確立

(1) 行政機能の強化 【総合戦略の視点：人づくり・魅力づくり・安心づくり】

❖現状と課題
＊社会状況の変動にも耐え得る財政運営を可能とするため、行政サービスの効率化、民間委託によ

　る行政のスリム化、行政財産の有効活用、職員の能力の向上を図る必要があります。

＊行政や地域の情報を適正に共有し、住民と行政のより良い信頼関係を築くためには、広報広聴活

　動をさらに充実、強化することが必要です。

＊住民の行政需要は高度化、多様化しており、最適な方法や体制で行政サービスを提供することが

　求められています。

＊住民のまちづくりへの関心を高めるための広報活動、協働によるまちづくりにつなげるための広聴

　活動の充実が求められています。

＊電子メール、まちづくりレター ( 町民提案箱 ) などの個別広聴に加え、出前講座やまちづくりの集

　いなどの集団広聴を行っていますが、まちづくりへ参画を促すための新たな広聴の取組が求めら

　れています。

❖基本的な方針
＊高度化、複雑化する住民ニーズ、行政課題に的確に対応していくため、組織の枠を超えた横断的

　な連携や全庁的な相互調整を図るなど、柔軟かつ機能的な組織体制の構築を図ります。

＊事務事業の仕組みの見直しや改善に常に取り組みながら更なる行政の効率化を追求するととも　

　に、住民の視点に立った、より質の高い行政サービスの提供に努めます。

＊国や県、他自治体などの動向を見据え、マイナポータル [ ★ ] をはじめとした電子申請の検討など

　ICT[ ★ ] の利活用や民間活力の導入により、業務の効率化と住民満足度の向上につなげます。

＊広報たいしなどにより、親しみやすく分かりやすい行政情報を提供するとともに、住民意見や提

　案をまちづくりに反映させる広聴機能の充実を図るなど、住民参画や協働体制を推進します。

＊各種計画の策定など検討段階から住民参画を進めるとともに、パブリックコメントの実施、ワー

　クショップの開催などにより、住民参画の機会の拡充に努めます。

＊住民サービスの向上や行政事務の効率化を図るため、広域連携 ( 圏域 ) による共同処理を推進す

　るとともに、観光振興に向けた更なる取組や上下水道事業など、新たな都市間連携を推進します。

❖ 10 年後のまちの姿
＊簡素で効率的な組織を形成することにより、社会情勢や行政課題の変化に対応しています。

＊住民ニーズに応えることができる質の高い行政サービスが持続的に提供できる体制が構築されて

　います。

　【分野別計画】
　水道ビジョン、上下水道事業経営戦略、下水道事業ストックマネジメント、新行政改革大綱及び同実施計画、
　高度情報化計画

第１章＊事務事業の効率化と経費縮減、施設配置などにより、上下水道事業が健全かつ安定的に運営さ

　れています。

❖目標実現のための施策
1．施設や管路等の整備・管理

2．事業運営の安定化

❖施策に関する指標

重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　上水道有収率 92.5 %
( 平成 30 年度 )

93.0 %
( 令和 5 年度 )

　基幹配水管耐震化率 13.3 %
( 平成 30 年度 )

46.1 %
令和 5 年度 )

　雨水整備率 57.0 %
( 平成 30 年度 )

62.0 %
( 令和 5 年度 )

[ ★ ] 用語集参照
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❖基本的な方針
＊将来的に厳しい財政状況が見込まれる中、予算配分の重点化や歳入の積極的な確保を進め、持

　続可能な財政運営に努めます。また、公共施設等の老朽化への効果的な対応や町が保有する財

　産の有効活用を図り、その適正管理に努めます。　

＊定期点検による適切な現状把握のもと、優先順位の高いものから順次、補修や改修をするととも

　に、劣化や不具合が生じる前に予防保全を行うことで、公共施設等の長寿命化を図ります。

＊適正課税の推進と徴収率の向上、使用料や手数料などの受益者負担の適正化、公有財産の活用、

　ふるさと納税の推進などの取組により、歳入の確保を図ります。

＊町の各事業のさらなる見直しを進め、歳出の最適化を図ります。　

❖ 10 年後のまちの姿
＊町税の徴収率の向上や遊休資産の貸付・売却、受益者負担の適正化などにより、歳入の確保が

　図られています。

＊後年度負担抑止の観点を重視することにより、効果的な歳出が行われています。

＊新しい ICT[ ★ ] 技術や企業のノウハウが活用されるとともに、財政状況の透明化が進み、透明性

　の高い、効率的で効果的な行財政運営が行われています。

＊公共施設等の耐震化や長寿命化が図られることで、住民の誰もが安心して快適に利用できる施設

　になっています。公共施設等の計画的な管理により、良好な施設サービスが提供されています。

❖目標実現のための施策
1．財政運営の健全化

2．公共施設等の管理・活用

❖施策に関する指標
重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　住民一人あたりの財政調整基金残高
　( 住民基本台帳人口 )

58,245 円
( 平成 30 年度 )

60,000 円
( 令和 5 年度 )

　町税徴収率 ( 現年課税分＋滞納繰越分 ) 95.6 ％
( 平成 30 年度 )

96.9 ％
( 令和 5 年度 )

　公共施設の延べ床面積縮減率 ( 平成 30 年度末比 ) 0 ％
( 平成 30 年度 )

3.5 ％
( 令和 5 年度 )

　【分野別計画】
　 新行政改革大綱及び同実施計画、公共施設等総合管理計画・個別施設計画、高度情報化計画

＊住民や企業が町に意見や提案を伝えるための多様な広聴活動を展開することにより、住民や企業、

　町との対話を通じた施策、協働のまちづくりの体制が構築されています。

＊まちの特性や強みなどの資源を最大限に活用しながら、住民や企業、近隣自治体など、多様な  

　担い手と連携して複雑かつ多様な行政課題に対応しています。

＊長期的、総合的な視点に立った研修や人員配置により、公務能率および町職員の能力が向上して

　います。

❖目標実現のための施策
1．行政組織の強化

2．広報広聴の充実

3．広域行政の推進

❖施策に関する指標

(2) 財政運営の健全化 【総合戦略の視点：：人づくり・魅力づくり・安心づくり】

❖現状と課題
＊人口減少や少子高齢化の進行などを背景に、税収の減少や社会保障関連費用の増大などにより、

　今後も厳しい財政状況が続くと予測される中、経営的な視点に立った行財政運営による住民生活

　の充実と向上が求められています。

＊将来的な維持・更新などに係る費用の最小化、平準化につなげるため、人口構造の変化に伴う需

　要の変化や財政負担とのバランスを踏まえ、公共建築物の「総量の最適化」「長寿命化」「ライフ

　サイクルコストの縮減」に取り組む必要があります。

＊役場旧庁舎跡地など公共用地の利活用が求められています。

重要業績評価指標 (KPI) 現状 5 年後の姿

　満足度：町の広報や広聴への取組 ※ 86.3 %
( 平成 30 年度 )

88.3 %
( 令和 5 年度 )

　町ホームページの年間アクセス数 217,513 件
( 平成 30 年度 )

240,000 件
( 令和 5 年度 )

　連携中枢都市圏の連携事業数 32 事業
( 平成 30 年度 )

36 事業
( 令和 5 年度 )

※ 住民アンケート [ ★ ] において普通以上を選択した人

[ ★ ] 用語集参照
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用 語 意味

か

行

狭あい道路
車のすれ違い等が困難で交通に支障があり、災害時の安全確保において問題を
抱える狭い道路

合計特殊出生率
15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が一
生の間に平均何人の子どもを産む結果になるかを計算したもの

高付加価値型農業
都市近郊であることを生かした農産物の生産販売や有機農法、地域ブランドの
確立など、立地や生産品質、知名度など生かして付加価値を高めた農業手法

交流人口
観光、通勤・通学、ショッピング、レジャー、スポーツ、アミューズメントなど、
外部から地域に何らかの目的で訪れる人口

さ

行

住民アンケート
平成 30 年 8 月に実施した総合計画に係る住民アンケート。まちの施策等に対
する重要度・満足度に関する 43 の設問とまちづくりに係る意向等に関する 18
の設問で実施

重要業績評価指標 (KPI)
Key Performance Indicator の略称。重要業績を達成するための評価目標であり、
達成するために必要な具体的な施策等を記載することにより、 各施策の効果を
客観的に検証するもの

聖徳太子 1400 年プロジェ

クト

令和 4(2022) 年に聖徳太子没後 1400 年を迎えることを契機として、まちの魅
力とまちへの愛着の醸成等を推進するための住民主体の地域活性化プロジェク
ト

た

行

第 4 次産業革命
18 世紀最初の産業革命以降 4 番目の主要な技術革新。ロボット工学、AI 、ブロッ
クチェーン、ナノテクノロジー、量子コンピュータ、生物工学、IoT、3D プリ
ンター、自動運転車などの多岐に渡る分野における新興の技術革新が特徴

多文化共生
国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を
築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと

団塊の世代
一般的に昭和 22(1947) 年～昭和 24(1949) 年にかけて生まれた世代を指し、
日本全体で同世代に 680 万人を抱える。令和 7(2025) 年からの団塊の世代が
75 歳以上となることによる社会保障等の課題は 2025 年問題といわれる

地域包括ケアシステム
重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後
まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的
に提供されるシステム

地区計画
建築行為などを規制誘導し、地区の特性を活かした快適な居住環境の形成を図
るための住民主体で策定される計画

超高齢社会 全人口に占める 65 歳以上の高齢者人口が 21％を超えた社会

特別指定区域
住民や市町が地域の課題を解決しその将来の姿を描く地区計画を地域の総意に
基づいて作成した場合に、その計画に沿った開発行為等を認めていく制度

用 語 意味

AI( エーアイ )
Artificial Intelligence の略称。コンピュータを中心とする人工的なシステムに
より人間にしかできなかったような高度に知的な作業や判断を行えるようにし
た人工知能の総称

ICT( アイシーティ )
Information and Communication Technology の略称。情報技術に通信コミュニ
ケーションの重要性を加味した言葉の総称

IoT( アイオーティ )
Internet of Things の略称。あらゆる物がインターネットを通じてつながること
で実現するサービス、ビジネスモデル、それを可能とする技術の総称

PDCA サイクル

( ピーディシーエー )
計画策定 (Plan) →実行 (Do) →検証 (Check) →改善 (Action) による計画・仕組み
の検証のためのマネジメント手法

RPA

( アールピーエー )

Robotic Process Automation の略称。人間がコンピュータを操作して行う作業
をソフトウェアによる自動的な操作によって代替すること。主にデスクワーク
におけるパソコンを使った業務の自動化・省力化を行うものの総称

SDGs

( エスディジーズ )

平成 27(2015) 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための
2030 アジェンダ」で掲げる、持続可能な世界を実現するための 17 のゴール・
169 のターゲットで構成された 2016 年から 2030 年までの国際目標

Society5.0

( ソサイエティ 5.0)

サイバー空間 ( 仮想空間 ) とフィジカル空間 ( 現実空間 ) を高度に融合させ
たシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会
(Society) の総称

SNS( エスエヌエス )
Social Networking Service の略称。人と人とのつながりを促進・サポートする
コミュニティ型のウェブサイトの総称 (Facebook、Instagram、Twitter、LINE 等 )

UJI ターン

( ユージェイアイターン )

大都市圏の居住者が地方に移住する動きの総称。U ターンは出身地に戻る形態、
J ターンは出身地の近くの地方都市に移住する形態、I ターンは出身地以外の地
方へ移住する形態

あ

行

空き家空き地バンク
町に居住することを希望している人や企業に対して、空き家や空き地情報の提
供を行う制度

オレンジカフェ
気軽にお茶などを飲みながら認知症の相談や認知症高齢者を抱える家族同士の
交流などを行うための場所

か

行

関係人口
移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や地
域の人々と多様に関わる人を指す。

企業市民制度
地域の社会活動を行う企業を企業市民として認定することにより、企業の社会
貢献活動・地域活動を推進し、協働のまちづくりを進めるためのもの

国立社会保障・人口

問題研究所
人口・世帯数の将来推計や社会保障費に関する統計の作成・調査研究などを行
う厚生労働省の政策研究機関

用語集

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
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用 語 意　味

な

行

認定農業者制度
農業経営基盤強化促進法に基づき、経営改善を図ろうとする農業者が自ら農業
経営改善計画を作成・申請し、町から認定を受けた人

年齢 3 区分
総人口を 14 歳以下の年少人口、15 歳から 64 歳の生産年齢人口、65 歳以上の
高齢者人口の 3 区分に分類したもの

農地中間管理事業
農地を貸したい農家から、農地の有効利用や農業経営の効率化を進める農家へ、
農地利用の集積・集約化を進めるための中間的受け皿となる各都道府県に設置
されている組織を活用した事業

農地バンク制度 農地を所有する人と農地を探している人を結びつける町独自の制度

は

行

人・農地プラン制度
地域の農業者の合意形成に基づき、地域農業における中心となる農業経営体、
地域における農業の将来の在り方などを明確化し、市町村により公表される制
度

ファミリーサポートセン

ター
地域において、子育ての手助けをして欲しい人、子育ての手助けができる人が
会員になり、助けたり、助けられたりして子育ての相互援助活動を行う拠点

扶助費
社会保障制度の一環として支給される経費のことで、生活保護法や児童福祉法、
老人福祉法など、国の法律に基づいて支出するものと、地方自治体が住民福祉
の増進を図るため、独自の施策において支出するものとがある

放課後子ども教室
地域の協力の下、小学校の余裕教室などを活用して、子どもたちとともに行う
学習やスポーツ・文化活動等の取組

ま

行
マイナポータル

政府等が運営するオンラインサービスの総称。マイナンバーカードを利用した
印鑑登録証や証明書等のコンビニ交付などを行えるほか、行政機関からのお知
らせなどをパソコンなどで確認できるなどのサービス

ら

行
ライフステージ

人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などのそれぞれ
の段階

わ

行
ワークショップ

参加者自らが積極的な意見交換や協働体験を通じて、実践的な知識・技術を学
びとる参加体験型の学習・まちづくり手法

　第 6 次総合計画策定にあたり、住民の意識や今後のまちづくりに向けた意向などを把握すること

を目的として、住民アンケート調査やワークショップ、まちづくりの集いなど、さまざまな形でたくさ

んの方から『ご意見・想い』をいただきました。

　それぞれの概要と結果は次のとおりです。

１．住民アンケート調査 ( 平成 30 年 8 月 )
　対象者：18 歳以上の住民の中から無作為抽出で選ばれた 3,000 名

　方　法：郵送

　回　答：1,357 名（回収率  45.2%）

　内　容：まち施策の説明、まち施策への満足度、重要度　等 (92 ～ 97 ページ参照 )

２．平成 30 年度 まちづくりの集い ( 平成 30 年 9 月 )
　対　象：自治会長および地域住民

　方　法：各地区公民館にて開催

　参加者：延べ 147 名

　内　容：第 5 次総合計画に基づくまちづくりの歩みの報告、意見交換

３．子育て世代への移住定住意向アンケート ( 平成 30 年 12 月）
対　象 ：イベント ( おたいしマルシェ ) に参加の子育て世代 20 代～ 40 代

方　法 ：聞き取り方式
回　答 ：町内在住

町外在住
  93 名（34.6%）
176 名（65.4%）

内　容 ：町内在住
町外在住

町情報の入手方法、町のイメージ、居住歴、住む理由　等
利用施設、 太子町に足りないところ、現在の居住地を選択した理由、太子
町への移住希望　等

４．定住意向アンケート調査 ( 平成 31 年 1 月 )
対　象 ：町内賃貸住宅居住者および町外戸建て住宅居住者

方　法 ：町内賃貸　
町外 戸建て

郵送
ポスティング

回　答 ：町内賃貸
町外戸建て

配布 1,275 票、回収 225 票、回収率 17.6%
配布   455 票、回収    91 票、回収率 20.0%

内　容 ：町内賃貸
町外戸建て

町情報の入手方法、町のイメージ、居住歴、住む理由　等
利用施設、 太子町に足りないところ、現在の居住地を選択した理由、太子
町への移住希望　等

住民参画の概要
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※各アンケート調査結果、ワークショップ結果報告書等は町ホームページに掲載しています。

５．高校生ワークショップ ( 令和元年 5 月・7 月・10 月、令和 2 年 1 月 )

『楽しくまじめに話をしよう、みんなで創る まちの未来』
参加者 ：太子高等学校 2 年生  13 名 ( 総合学科授業において一年間かけてまちづくりを研究 )

期　間 ：令和元年 5 月～令和 2 年 1 月

方　法： ワークショップ形式での学習やフィールドワーク、まちづくりの研究を通して、町を学び、
町を考え、自分たちの意見やアイデアをまとめた「未来のまち」への提言書を提出

提　案 ：JR 網干駅と網干総合車両所等の活用、まちの魅力の SNS 等での積極的な発信

「まち歩き」を楽しめるよう、おいしく楽しいお店の創出・誘致　等 (98 ～ 99 ページ参照 )

６．子育て世代ワークショップ ( 令和元年 7 月 )

『みんなで語ろう 太子町の未来について』
参加者 ：各幼稚園・小学校 ときめきスクール生（PTA 役員等）24 名
開催日 ：令和元年 7 月10 日

方　法： 町からのまちの現状と課題・これまでのまちづくりの取組の説明
ワークショップ形式でグループディスカッションし、まちの課題、まちへの希望を発表

提　案 ：子どもやママの楽しめるまち、子どもが安全に過ごせるまち、カフェや宿泊所の誘致　等

７．まちづくりの集い ( 令和元年 7 月 )

『未来のまちに望むこと、これからの自分にできること』
参加者 ：連合自治会 8 名、町議会 4 名、農業委員会 4 名、PTA 4 名、商工会 4 名、　　　　　

若者代表 8 名
開催日 ：令和元年 7 月 24 日

方　法： 町からのまちの現状と課題・これまでのまちづくりの取組の説明
ワークショップ形式でグループディスカッションし、まちの課題、まちへの希望を発表

提　案 ：まちの取組のＰＲ、働く場所を増やす、移住者の増加策、住民満足度ＵＰ　等

８．中学生ワークショップ ( 令和元年 8 月 )

『楽しくまじめに話をしよう、みんなで創る まちの未来』
参加者 ：太子西中学校生徒 9 名、太子東中学校生徒  7 名
開催日 ：令和元年 8 月 3 日

方　法： イベント ( あすかイチ ) に運営側として参加後、学校ごとに分かれ、ワークショップ形式で
グループディスカッション、未来のまちへの希望を発表

提　案 ：空き家活用、遊べる場所 ( 遊具、バスケットゴール )、田んぼに家を建築可能に　等

　ワークショップ等の参加者にインタビューを行い、計画策定に参画したことへの感想やこれからの
まちづくりへの想いをお聞きしました。

子どもの頃からこの町で育
ち、今は子どもの母親とし
てこの町で楽しく暮らして
います。今回、ワークショッ
プに参加し、まちについ
て話し合い、魅力や課題
を「知っているようで知ら
なかった」ということに気
付かされました。計画表紙
の笑顔企画にも応募しまし
た。子どもの笑顔があふ
れるまちづくり、これから
も参加・応援したいです。

【参画】子育て世代ワークショップ・笑顔の表紙

初めてのまちづくりへの参加

総 合 学 科 の 授 業の 一 環
で総合計画づくりに携わ
りました。一年間、仲間
と一緒にまちを巡り、学
ぶ 中 で、「 お 店 が 多 い」

「 地 域の人 が温 かい ( 挨
拶 )」など、町のいいとこ
ろをたくさん見つけました。
J コーラスの活動など、高
校生になってまちとの関わ
りをたくさん貰っています。
これからも高校生の目線
で、立場で、まちづくりを
楽しみます。

【参画】高校生ワークショップ

高校生目線でみた太子町

生徒会の一員として中学生
ワークショップに参加しま
した。イベント「あすかイチ」
のお手伝いをした後、町
の現状を教わってから、中
学校ごとに意見とアイデア
をまとめて、「10 年後の未
来」につなげてもらえるよ
う発表しました。テレビの
取材もあり、緊張しました
が、住んでいるまちを考え
るいい機会、いい経験に
なりました。

【参画】中学生ワークショップ

10 年後の私たちに向けて

二十歳の若者代表としてま
ちづくりの集いに参加しま
した。自治会長さんや議
員さん、商工会青年部の
人、農業者代表など、色々
な立場の人と一緒にまちづ
くりを話し合う場は初めて
でしたが、とても新鮮で楽
しかったです。10 年後の
まちへの計画に私の気持
ちを込められたことをとて
も嬉しく誇らしく思います。
この町が大好きです。

【参画】まちづくりの集い

町がもっと好きになりました

働く子育てママ
 柏原 かほり さん

太子高等学校 2 年
 塚原 波音 さん

太子西中学校 3 年 
 岩村 歩 さん

兵庫県立大学 3 年
 岩本 悠里 さん

　　　　　　( 田中 ) 　　　　　　( 岩見構下 )

　　　　　　　    (新町 ) 　　　　　　　    (助久)

　　まちづくりへの想い
ワークショップ等参加者

　　　　i n t e r v i e w

※学年等はワークショップ参加時 ( 令和元年度 ) のものです。
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56.2 

25.9 

8.8 

6.2 

1.4 

1.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ずっと住み続けたい

当分の間は住み続けたい

わからない

太子町外に転居したい

太子町内で転居したい

不明・無回答

34.5 

45.7 

13.0 

3.6 

1.8 

1.4 

28.5 

58.1 

8.0 

2.4 

3.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

住みよい

（住みやすい）

どちらかといえば住みよい

（どちらかといえば住みやすい）

どちらともいえない

どちらかといえば住みにくい

（どちらかといえば住みにくい）

住みにくい

（住みにくい）

不明・無回答

今回調査 前回調査

設問１　現在の太子町の住みよさについてどう思いますか。( いずれか一つを選択 )　

　『住みよい（「住みよい」と「どちらかといえば住みよい」の合計）』が８割を超え、『住みにくい（「住

みにくい」と「どちらかといえば住みにくい」の合計）』が１割未満となっています。

　「住みよい」については、前回 ( 第 5 次総合計画住民アンケート) の「住みやすい」と比べ、６％

増加しています。また、「どちらといえば住みにくい」と「住みにくい」は前回よりも減少しています。

設問２　現在お住まいの場所に今後も住み続けたいと思いますか。(（いずれか一つを選択 )

　現在住んでいる場所に今後も住み続けたいかについて、『住み続けたい（「ずっと住み続けたい」と

「当分の間は住み続けたい」の合計）』が８割を超えており、『転居したい（「太子町外に転居したい」

と「太子町内で転居したい」の合計）』が１割未満となっています。

１．調査の目的
　第６次総合計画の策定にあたり、計画策定の基礎資料とするため、住民の皆さんにまちの各施

策についての満足度と重要度などをお聞きしました。

２．調査設計
対 象 者：平成 30 年 4 月現在、18 歳以上の住民から無作為に抽出

調査期間：平成 30 年 8 月 20 日～ 8 月 31 日

調査方法：調査票による本人記入方式

郵送配布・郵送回収による郵送調査法

３．回収結果

４．アンケート項目
　住民アンケートの構成は以下のとおりです。まちづくりの課題を抽出・提示し、住民の願うまちの

未来の姿を示すため、住みよさや居住意向、まちへの愛着、施策に関する満足度・重要度の回答

結果などを掲載しています。なお、住民アンケートおよび住民アンケート結果は、町ホームページに

全文を掲載しています。

調査対象者（配布数） 有効回収数 有効回収率

3,000 件 1,357 件 45.2％

回答者に関する質問 ＝ 9 項目

生活環境・まちの施策についての満足度・重要度 ＝ 43 項目

町への居住意向について ＝ 5 項目

防災対策について ＝ 3 項目

生きがいづくりについて ＝ 2 項目

土地利用について ＝ 5 項目

町への愛着・まちづくりへの参加について ＝ 3 項目

住民アンケート結果の概要
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生活環境・まちづくりの施策に関する項目 満足度 重要度
１　通勤・通学の便利さ 3.25 3.80 
２　買い物の便利さ 3.67 4.00 
３　公共交通（電車やバス）の便利さ 2.41 4.08 
４　歩行者や自転車にとっての道路の整備状況 2.60 3.93 
５　車利用の際の道路の整備状況（太子町へのアクセスを含む） 3.15 3.75 
６　町の公共的施設の整備状況 3.05 3.54 
７　ごみ処理、環境美化の体制 3.31 3.62 
８　川や山、田畑などの自然環境 3.13 3.47 
９　騒音、悪臭などの公害対策 3.06 3.57 
10　まち全体の景観、雰囲気 3.21 3.48 
11　交通安全のための取り組み 2.95 3.66 
12　地震、台風などの自然災害に対する防災対策 2.82 3.94 
13　消防、救急体制 3.20 3.84 
14　防犯対策、防犯活動 2.97 3.82 
15　健康づくり、介護予防 3.08 3.79 
16　地域医療の体制 2.92 3.97 
17　高齢者のための福祉 2.98 3.91 
18　障害のある人のための福祉 2.92 3.81 
19　子育てのための施策 2.95 3.88 
20　保育所や幼稚園、認定こども園などの整備 3.03 3.82 
21　保育所や幼稚園、認定こども園などの保育・教育内容 3.08 3.73 
22　小学校や中学校（教育施設）の整備 2.97 3.82 
23　小学校や中学校の教育内容 3.01 3.79 
24　文化、芸術活動など生涯学習の場 3.02 3.41 
25　公民館などの地域活動の場 3.01 3.38 
26　住まいの近くの公園や遊び場の整備 2.73 3.60 
27　広域で利用できる大規模な公園の整備 2.91 3.50 
28　スポーツやレクリエーション活動の場 2.93 3.43 
29　人権を守るための取り組み 2.99 3.36 
30　地域のつながり 3.01 3.41 
31　地域コミュニティ活動（自治会活動など） 3.01 3.30
32　歴史的、文化的雰囲気 3.09 3.24
33　働きやすい雇用環境の整備 2.85 3.64
34　農業の振興に向けた取り組み 2.89 3.35
35　観光や交流の振興に向けた取り組み 2.81 3.33
36　空き家の利活用の取り組み（社会増の取り組み） 2.63 3.58
37　移住や地元定着の取り組み（社会増の取り組み） 2.83 3.48
38　子育て世帯の転入促進の取り組み（社会増の取り組み） 2.87 3.57
39　出会いの場の提供などの結婚支援（自然増の取り組み） 2.79 3.30
40　住民参画のまちづくりへの取り組み 2.91 3.31
41　町の広報や広聴への取り組み 3.03 3.35
42　健全な行財政運営の取り組み 2.87 3.71
43　町職員の住民応対の姿勢 3.00 3.73

全　体　平　均 2.97 3.63
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10.7 

12.5 

4.7 

4.5 

5.5 

3.5 

1.2 

0.4 

3.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

家族や友人と過ごすこと

子どもや孫の成長

趣味の活動

働くこと

健康づくりや体力づくり

スポーツやレクリエーション

学習や教養を高めるための活動

特に生きがいにしているものはない

地域の団体を通じた活動（自治会・

老人会など）

ボランティア

農業

その他

ＮＰＯ法人

不明・無回答 現在の生きがい 今後の生きがい

設問３　現在、どのようなことを生きがいにしていますか。また、今後どのようなことを
　　　　生きがいにしたいと思っていますか。 (３つまで選択 )

　現在の生きがいについて、「家族や友人と過ごすこと」が 47.7％と最も高く、次いで「子どもや孫

の成長」が 38.0％、「趣味の活動」が 34.5％となっています。

今後の生きがいについて、「家族や友人と過ごすこと」が 43.9％と最も高く、次いで「健康づくりや

体力づくり」が 41.0％、「趣味の活動」が 39.7％となっています。

設問４　町で現在進めている様々な施策・事業にについて、どの程度満足していますか。
　　　　また、今後どの程度重要だと思いますか。
　　　　　（１から 43 の取り組みごとに、現在の満足度と今後の重要度からそれぞれ１つを選択）

　次表は、満足度について、「満足」＝５点、「やや満足」＝４点、「普通」＝３点、「やや不満」＝２点、「不

満」＝１点、重要度について、「重要」＝５点、「やや重要」＝４点、「普通」＝３点、「あまり重要で

はない」＝２点、「重要ではない」＝１点として、件数で除して点数化したものです ( 不明・無回答を

除く)。
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■ 住民アンケートから導き出されるまちづくりの方向性

❖住みよさの向上と愛着の醸成について

　住みやすさについては、3 割以上の人が『住みやすい』を選ばれており、前回調査よりも住みやす

さが向上していることがうかがえます。

　住み続けたいと感じる理由や魅力については、家族や友人、地域とのつながりがあること、買い

物や日常生活や住環境の良さが便利なことが挙げられ、人々の温かいつながりがあり、生活の利便

性の高い住環境を魅力としてＰＲしていくことで移住定住の促進につながると考えています。

　一方、住みにくいと感じる理由については、交通の便の悪さや買い物など日常生活の不便さや住

環境の悪さ、通勤通学の不便さが挙げられています。公共交通の充実や、買い物をはじめとした日

常生活の利便性の向上、住環境の改善に引き続き取り組む必要があると考えています。保健や医療、

福祉サービスが整っている場所へ移住したいという意見もあり、引き続き、これらのサービス向上の

取り組みを推進します。

❖まちづくり全般について
　施策・事業の満足度・重要度からみる今後に優先的に進めるべき取り組みについては、公共交通

サービスの充実、歩行者や自転車にとっての道路整備が挙げられており、日常生活の利便性の向上

に取り組む必要があります。

　また、地震、台風などの自然災害に対する防災対策が挙げられていることから、近年多発する異

常気象をはじめ、あらゆる災害に強い、安全なまちづくりを進める必要があります。

　さらに、働きやすい雇用環境の整備が挙げられており、若者の町外への流出を食い止めるととも

に、安定的な生活を確保するため、町内雇用の創出や労働環境の改善に取り組む必要があります。

　併せて、子育てのための施策が挙げられていることから、住み慣れた地域で安心して子どもを産み、

育てていける、温かいまちづくりを進める必要があります。

　健全な行財政運営の取り組みも挙げられており、進展する人口減少・少子高齢化や、日々　変化

する社会状況に対して柔軟に対応できるよう、効率的で持続可能な行政運営を進めていく必要があ

ります。

　問４の項目の満足度および重要度について、散布図として４つの領域に分類し、整理を行いました。

領域

A  重要度が高いにも関わらず、満足度が低く、優先して充実が求められている項目

B  満足度も重要度も高いため、継続して充実する必要がある項目

C
 満足度は低いものの重要度も低いため、他の項目の優先順位を勘案しながら、満足度を向上  
 していくべき項目

D
 満足度は高く、重要度が低いため、今後場合によっては満足度の低い他の項目へ優先順位を
 シフトしていくことを検討する必要がある項目

※上記の領域については、あくまで問２の項目の中の相対的な位置関係を示すために便宜上設定した分類であるた 
    め、Ａ～Ｄは絶対的な区分ではありません。

Ａ：満足度が低く、重要度が高い Ｂ：満足度が高く、重要度も高い

Ｃ：満足度が低く、重要度も低い Ｄ：満足度が高く、重要度は低い

3.10

3.20

3.30

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

4.00

4.10

2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70

重
要
度

満足度

1 通勤・通学の便利さ

2 買い物の便利さ
12 地震、台風などの自然

災害に対する防災対策

28 スポーツやレクリエーション活動の場

25 公民館などの地域活動の場

40 住民参画のまちづくりへの取り組み

26 住まいの近くの公園
や遊び場の整備

41 町の広報や広聴への取り組み

23 小学校や中学校の教育内容

22 小学校や中学校
（教育施設）の整備

4 歩行者や自転車にとって
の道路の整備状況

33 働きやすい雇用環境の整備

24 文化、芸術活動など生涯学習の場

17 高齢者の
ための福祉

3 公共交通（電車やバス）の便利さ

30 地域のつながり

29 人権を守るための取り組み

31 地域コミュニティ活動（自治会活動など）

35 観光や交流の振興に向けた取り組み

38 子育て世代の転入促進の取り組み

27 広域で利用できる大規模な公園の整備
10 まち全体の景観、雰囲気

9 騒音、悪臭などの公害対策

36 空き家の利活
用の取り組み

34 農業の振興に向けた取り組み

42 情報提供の充実

15 健康づくり、介護予防

20 保育所や幼稚園、認定こども園
などの整備

32 歴史的、文化的雰囲
気

39 出会いの場の提供などの結婚支援

8 川や山、田畑などの自然環境

11 交通安全のための取り組み

21 保育所や幼稚園、認定こども園などの保育・教育内容

37 移住や地域定住の取り組み

19 子育てのための施策

43 町職員の住民応対の姿勢

7 ごみ処理、環境美化の体制

14 防犯体制、防犯活動

5 車利用の際の道路整備状況

13 消防、救急体制

6 町の公共的施設の整備状況

18 障害のある人のための福祉

16 地域医療の体制

重
要
度

満足度

満足度
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４．聖徳太子ゆかりの斑鳩寺はまちのシンボルであり、住民の心の拠りどころです。住民や地

域と協働して、斑鳩寺を核とした地域活性化の取組を推進するとともに、住民、特に子ど

もたちのまちへの愛着を醸成してください。

５．本計画の内容を住民に分かりやすく説明するとともに、これまで以上に積極的にまちづく

りの情報を住民に向けて発信することにより、参画と協働のまちづくりを推進してくださ

い。また、本計画策定時と同様、本計画の推進にあたっては、住民、企業などの参画を得

て行うことを心がけてください。

６．本計画を確実に実行するとともに、進捗状況の検証、評価を行ってください。また、社会

情勢の変化に対応し、スピード感と柔軟性をもったまちづくりに努め、住民満足度を高め

てください。

太子町まちづくり審議会

会長 井口 宏幸

会長職務代理 熊谷 直行

委員 溝端 剛 岡 英子

三浦 淳子 井手 俊郎

北川 重美 地丸 勇

瀧北 りえ 桑野 敏行

山口 美和

令和元年 月 日

太子町長 服 部 千 秋 様

太子町まちづくり審議会

会長 井 口 宏 幸

第 次太子町総合計画基本構想・基本計画案について 答申

令和元年 月 日付、太企画第 号で本審議会に諮問された「第 次太子町総合計画基

本構想・基本計画案」について、慎重に審議を重ねた結果、第 次太子町総合計画基本構想・

基本計画案の内容、方向性は妥当であり、住民と企業、町が協働して積極的に進めていくべき

計画であると認められます。

なお、計画策定過程で得た住民意見及び当審議会の審議・意見を十分に尊重するとともに、

下記の事項に配慮して、本計画を基とした『和のまち 太子』のまちづくりを積極的に推進され

ることを要望します。

記

１．これまでの取り組んでこられた「和のまち 太子」のまちづくりを更に磨くとともに、財

政力の強化とＳＤＧｓの理念に基づいた持続可能なまちづくりに注力し、次世代にまちづ

くりを引き継いでください。

２．今後さらなる高齢化の進展が見込まれる中、これからも住み慣れた地域で安心して暮らし

続けるためには、高齢者の健康寿命を延ばす取組を進めるとともに、これまで以上に多様

な主体が連携・協働して社会課題に対応していくことが求められます。住民や地域、企業

などが連携・協働できる機会づくり、仕組みづくりに積極的に取り組んでください。

３．まちの活力を持続的に維持し、活性化していくためには、まち全体で子どもたちの健やか

な成長と学びを支援することが必要です。まちづくりの重点を、子育て支援・教育環境の

充実に置くとともに、子育て世代を呼び込むための施策に積極的に取り組み、子どもが多

いというまちの特長を伸ばしてください。

まちづくり審議会  答申書
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氏 名 摘　要

　井口　宏幸 ( 会長 ) 　太子町まちづくり審議会条例第 3 条第 2 項第 1 号 ( 学識経験のあるもの )

　溝端　剛 　　　　同上

　岡　英子 　　　　同上

　熊谷　直行 ( 会長職務代理者 ) 　　　　同上

　三浦　淳子 　太子町まちづくり審議会条例第 3 条第 2 項第 2 号 ( 町行政委員会の委員 )

　井手　俊郎 　　　　同上

　北川　重美 　太子町まちづくり審議会条例第 3 条第 2 項第 3 号 ( 各種団体の推薦する者 )

　地丸　勇 　　　　同上

　瀧北　りえ 　　　　同上

　桑野　敏行 　太子町まちづくり審議会条例第 3 条第 2 項第 4 号 ( 公募により選任する者 )

　山口　美和 　　　　同上

総合計画策定に係る名簿

まちづくり審議会

総合計画策定本部
氏 名 職  名 氏 名 職  名

　服部　千秋 ( 本部長 ) 　町長 　木村　和義 　生活福祉部長

　名倉　嗣朗 ( 副本部長 ) 　副町長 　八幡　充治 　経済建設部長

　沖汐　守彦 　教育長 　栄藤　雅雄 　教育次長　

　森田　好紀 　総務部長　 　森川　敏文 　企画政策課長

総合計画策定委員会
氏 名 職  名 氏 名 職  名

　中井　義之 ( 委員長 ) 　総務課 副課長 　小林　美紀 　さわやか健康課 係長

　嶋津　佐織 ( 副委員長 )　 　高年介護課 係長 　重末　素子 　産業経済課 係長

　佐々木　剛志 　企画政策課 主査 　高安　良則 　まちづくり課 副課長

　西田　美智子 　税務課 主任主査 　熊谷　恵之 　上下水道事業所 副所長

　岡田　直人 　町民課 主査 　村上　泰広 　上下水道事業所 係長

　友政　貴仁 　生活環境課 係長 　大角　かおり 　管理課  主査

　宗藤　智洋 　生活環境課 主査 　吉井　智美 　社会教育課 係長

　肥塚　馨 　社会福祉課 係長 　出田　貴樹 　文化推進課 係長

　児嶋　綾 　社会福祉課 係長 　　　　※ 役職は令和 2 年 3 月 31 日現在

事務局：企画政策課



第6次太子町総合計画　

第 6 次太子町総合計画

発行月：令和 2 年 3 月
発　行：兵庫県太子町
兵庫県揖保郡太子町鵤 280-1
TEL：079-277-1010　FAX：079-276-3892
E-mail:kikaku@town.hyogo-taishi.lg.jp



第6次太子町総合計画　

2020
（令和2年度）

2029
（令和11年度）

まちと総合計画へ愛着と親しみを持ってい

ただくため、笑顔の写真を募集したところ、

134 名のステキな笑顔がまちへ届きました。

総合計画に基づくまちづくりを皆さんととも

に進め、笑顔を 10 年後の未来に届けます。

【表紙の説明：笑顔の募集】
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